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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

　

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

営業収益 (千円) 205,644261,9061,423,6501,765,5442,039,443

経常利益または経常損失（△） (千円) △163,668△105,723823,261946,515931,786

当期純利益または当期純損失
（△）

(千円) △164,091△172,065679,637547,298541,452

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ― ― ─

資本金 (千円) 233,075324,200499,065527,8351,224,005

　　　　　　　　　　(普通株式)
発行済株式総数　(Ａ種優先株式)
　　　　　　　　(Ｂ種優先株式)

(株)
16,090
2,615
―

20,165
2,615
1,000

31,138
2,615
1,000

36,671
―
―

54,591
─
─

純資産額 (千円) 66,812 76,9971,108,0551,728,0773,528,822

総資産額 (千円) 1,443,9763,625,05814,809,68024,501,22416,181,174

１株当たり純資産額 (円) △723.24△2,055.6730,817.8145,964.8764,641.10

１株当たり配当額
(内、１株当たり中間配当額)

(円)
―

( ― )

―

( ― )

―

( ― )

2,200

( ― )

2,500

( ─ )

１株当たり当期純利益金額または
当期純損失金額（△）

(円)△10,875.61△8,708.6520,092.7115,710.2711,670.34

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 10,054.26

自己資本比率 (％) 4.6 2.1 7.5 6.9 21.8

自己資本利益率 (％) ― ― 114.7 39.2 20.8

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 5.5

配当性向 (％) ― ― ― 14.0 21.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 897,642779,865402,176

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △317,335△1,076,321△724,211

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 390,306 △241 1,146,389

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) ― ― 1,135,123838,4431,662,390

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
16

〔 ― 〕

21

〔 ― 〕

29

〔 ― 〕

44

〔 ― 〕

57

〔 ─ 〕
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(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　第４期及び第５期の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第６期の財務諸表について

は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けておりますが、第２期及

び第３期については、当該監査を受けておりません。

４　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

５　第２期から第４期の１株当たり純資産額に関しては、当社の発行済Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式が普通株式よ

りも残余財産分配請求権が優先的な株式のため、資本の部の合計額よりＡ種優先株式及びＢ種優先株式の発

行価額の合計額を控除して算出しております。

６　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第２期から第３期までは新株予約権の残高はあります

が、１株当たり当期純損失を計上しているため、第４期及び第５期は新株予約権の残高はありますが、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

７　第２期から第５期の株価収益率は、当社株式が非上場であり、株価が把握できませんので記載しておりません。

８　従業員数欄の臨時従業員の年間平均雇用人員の記載については、当社従業員数の10/100を超えないため省略し

ております。

９　第２期から第３期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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２ 【沿革】

　

年月 事項

平成14年10月外国為替証拠金取引サービスの提供を目的として東京都品川区に資本金6,500万円で設立

平成14年11月外国為替証拠金取引『iFX-pro』の受託業務開始

平成15年４月 外国為替証拠金取引『iFX Style』のサービス及びインターネットによる『iFX Style』の

サービスを提供開始

平成16年７月 住友信託銀行株式会社と外為証拠金分別管理信託（トラスト アカウント プロテクション）

を契約、開始

平成17年11月金融先物取引業者登録認可（登録番号：関東財務局長（金先）第56号）

平成17年12月社団法人金融先物取引業協会加入（会員番号：1507）

平成18年２月 本社を東京都千代田区に移転

平成19年７月 プライバシーマーク取得

平成19年９月

 

金融商品取引法施行に伴い第一種金融商品取引業者として登録

（登録番号：関東財務局長（金商）第296号）

平成19年10月

 
平成19年11月

株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」へ上場　

（証券コード：8728）
Ｍ２Ｊベイスクエア（東京都江東区）開設

　

　

３ 【事業の内容】

当社の事業内容は、インターネットや電話による外国為替証拠金取引サービスの提供を行う外国為替関

連事業であります。当社は、「プライベートバンキング・ソリューション」を掲げ、平成16年７月に開始し

た預託金の全てを分別管理・保全する信託保全スキーム（外為証拠金分別管理信託「トラスト アカウン

ト プロテクション」）のもと、安心・安全を第一に中長期での資産運用を考える富裕層や事業法人、また

外国為替取引を実務的に必要としている事業法人等を中心とした顧客を対象に、コンサルティングに注力

したセミナーの実施やマーケティング活動及び顧客サポートの提供を行っております。

　

①　外国為替証拠金取引の仕組み

　　外国為替証拠金取引とは、取引総代金に対する一定率の証拠金をもとに、その取引総代金相当の外国為替取

引（異なる通貨の売買）を行う現物取引であり、任意の決算日において反対売買を行い、その売買の差額を

授受することを約する金融取引であります。
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〔レバレッジ・イメージ図〕

　

　　当社においては、当社の定める一定金額以上の預託金を当社の指定する外為証拠金分別管理信託口座に預

け入れることで取引を開始することができます。当社では４段階の選択型証拠金率制度を採用しており

（商品名：iFX Style『アイエフエックス　スタイル』）、証拠金率によるリスク分散投資が可能な仕組み

となっており、顧客は指定する商品ごとに決められている証拠金率にて計算される証拠金額の範囲内にお

いてレバレッジを効かせた外国為替取引を行うことができます。　

・iFX-one：証拠金率100％（レバレッジ１倍）　・iFX50  ：証拠金率 50％（レバレッジ２倍）

・iFX25  ：証拠金率 25％（レバレッジ４倍）　・iFX-pro：証拠金率 ※

※　証拠金率は市場環境、その他の理由によって変動させることがあります。また取引される通貨によっても証

拠金率が異なりますが、６～９％を想定しております。

当社は「米ドル／円」「ユーロ／円」「ユーロ／米ドル」「豪ドル／円」「ニュージーランドドル／

円」「カナダドル／円」（※１）「英ポンド／円」「香港ドル／円」「南アフリカランド／円」「豪ド

ル／米ドル」（※１）「ニュージーランドドル／米ドル」（※１）の11通貨ペアを取扱い、差金決済方式

（※２）、ロールオーバー方式（※３）を採用し、24時間リアルタイムの為替レート（※４）で取引が可能

となっております。またiFX Styleでは多彩な注文方法（※５）とシミュレーション機能（※６）を提供す

ることで、顧客自身でポジション管理やリスク管理を行う環境を整えております。

当社が行う外国為替証拠金取引は顧客との相対取引であり、取引が成立した場合、当社は当該顧客が外為

証拠金分別管理信託口座に預け入れた預託金より証拠金必要額を証拠金として充当します。その際当社は

顧客の有する各通貨のポジション（建玉）を毎営業日日本時間一定の時刻（※７）に評価替えを行い、そ

の時点の評価損益を計算して、現金残高及び口座反映前損益に加減し、顧客の時価残高を算出します。評価

損益を計算した結果、顧客の時価残高が現在のポジションの維持に必要な当社の定める証拠金額（※８）

を下回った場合（※９）には、顧客に対してポジションの一部または全部の決済あるいは追加預託金の提

供を求めます。当社の指定する期限までに顧客のポジションの時価残高が証拠金必要額（内ポジション

分）以上に回復していなければ、当社は強制的に反対売買を行って全てのポジションを解消し、不足資金に

充当いたします。また、平成20年５月19日からはこのマージンコール制度と併用して「自動ロスカット制

度」を導入いたしました。この自動ロスカット制度は顧客の証拠金維持率が35％を下回った場合に、当社が

顧客に通知することなく顧客の計算において全ポジションを自動的に反対売買し、顧客の損失拡大を抑制

するようにしております。

当社は取引開始時に最低預託金を200万円以上（または200万円相当以上の米ドル、ユーロ、豪ドル、

ニュージーランドドル、カナダドル、英ポンド）と設定しております（但し、iFX-oneだけの取引の場合に

は、取引開始預託金200万円は不要となりますが、手数料を含む取引総代金相当額が必要となり、また、iFX50

あるいはiFX25等の場合においては、最低の取引金額が取引開始預託金の200万円を上回ることがありま

す）。
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※１　平成20年１月７日より「カナダドル／円」、平成20年３月24日より「豪ドル／米ドル」「ニュージーランドド

ル／米ドル」の取扱いを開始いたしました。

※２　iFX-oneでは取引総代金が必要ですが、iFX50、iFX25、iFX-proでは取引総代金の全額を要せず、取引総代金の一部の

資金をもって取引総代金全額と同等の金額の取引を行うことができ、その売買の差額を顧客へ受け払いいたしま

す。

※３　決済日を１営業日ごと延長していく取引手法です（一般的に外国為替取引は取引成立から２営業日後に資金決済

を行います）。

※４　外国為替市場は24時間取引が行われているため、iFX Styleでの取引も土日を除き国内外の祝日を含め24時間リア

ルタイムの為替レートで取引を行うことができます（但し年末年始等の当社休業日を除く）。

※５　成行、指値、逆指値、トレールストップ注文、トラップトレード、ＩＦＤ（イフダン）、ＯＣＯ（オーシーオー）、Ｉ

ＦＯ（イフダンオーシーオー）の他、当社が開発した新発注手法であるＲＩＦＤ（リピートイフダン）やトラッ

プＲＩＦＤ（トラップリピートイフダン）等があります。

※６　顧客が実際の資産運用にあたり模擬的に取引等を検証できるよう開発されたシステムで、相場環境の変化に対応

し、マージンコール発生レート、維持率及び想定スワップ収益等の模擬的計算が可能になりました。

※７　当社では17時となっております。

※８　当社ではこれをＭＣ発生水準とし、次のように定めております〔証拠金必要額(内ポジション分)×70％＝ＭＣ発

生水準〕。

※９　この状態のことをマージンコールと言い、毎営業日日本時間一定の時刻の評価替えにより、時価残高がＭＣ発生水

準を下回っている状態のことです。マージンコールが発生した場合、顧客は必要な金額を追加預託するか、ポジ

ションの決済をする必要があります。

なお、当社は以上の外国為替証拠金取引の仕組みにより、当社が顧客との間で行った相対取引の成立レー

トと当社がカバー取引（※１）として行った成立レートの差額、スワップ授受（※２）に伴う差額、顧客と

当社との取引成立の際に顧客の売買単位に応じて徴収する取引手数料及び分別管理信託内で発生する信託

の運用収益による主に４種類の収益をトレーディング収益として計上しています。

　※１　為替リスクを回避するため、顧客との相対取引によって保有したポジションをカバー先への反対取引を行うことに

よってリスクヘッジを行う取引であります。

※２　外国為替証拠金取引は異なる通貨間の売買であるため、それぞれの通貨の金利相当の差額分が当事者間で授受さ

れます。例えば、金利の低い通貨Ａと金利の高い通貨Ｂがあると仮定します。通貨Ｂを買っているということは同時

に通貨Ａを売っているということになり、通貨Ｂ買い・通貨Ａ売りをしている顧客は、金利の低い通貨Ａを銀行か

ら借りて（通貨Ａの貸出金利）通貨Ｂに転換し、その通貨Ｂを金利の高い預金（通貨Ｂの預金金利）していること

になり、１日経てばその１日分の金利差を受け取ることができます。逆に、通貨Ｂ売り・通貨Ａ買いをしている顧客

は、金利の高い通貨Ｂを銀行から借りて（通貨Ｂの貸出金利）通貨Ａに転換し、低金利の通貨Ａで預金（通貨Ａの

預金金利）していることとなり、今度は逆に金利差を支払うことになります。この金利調整分を当社ではスワップ

と称しており、取引する通貨ペア毎に当社がスワップ金額を定め、顧客が保有するポジションに応じてスワップ受

払額として顧客の取引口座の現金残高に反映いたします。なお、スワップは各国の金利情勢等の変化に伴って随時

変動します。
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〔取引のイメージ図〕

　

　

　※　当社は、顧客との取引により生じる当社の外国為替建玉（ポジション）相当については反対売買を行うことにより、

為替変動リスク及びスワップ負担リスクを回避しております。

　

②　当社の外国為替証拠金取引のサポート体制

　　当社は創業当時より一貫して不招請勧誘の禁止を意識した営業展開を行っております。一方で積極的にセ

ミナー方式を展開、顧客の知識習得レベルに応じた個別コンサルティング、少人数制セミナーから外部講師

を招いての大型セミナー、ＷＥＢセミナーやＷＥＢコンサルティングを行うことで顧客全体の外国為替証

拠金取引に関する理解力の向上に尽力しております。さらに、当社スタッフを派遣した個別のデリバリーグ

ループミーティング等を全国的に展開させることにより、オーダーメードかつカスタマイズした内容で顧

客個々のスキルアップに努めるなど、顧客向けサポート体制及びマーケティングを充実させております。ま

た、情報配信コンテンツとして『M2 Flash』や『ストラテジー・メール』等を活用して、外国為替市場等に

関する迅速な情報提供サービスも行っております。
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③　外為証拠金分別管理信託「トラスト アカウント プロテクション」スキーム

　　金融商品取引法では「金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、第119条の規定により

顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるとこ

ろにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。」（金融商品取引法第43条の３第１項）旨

が定められております。

　　そのため当社では顧客から預託を受けた資産を全額分別保全するために、住友信託銀行株式会社が管理す

る外国為替証拠金取引のための分別信託口座（外為証拠金分別管理信託）を利用して、顧客の取引証拠金

を含む預託金の全てを分別管理・保全する制度として「トラスト アカウント プロテクション」による信

託保全スキームを実現しております。「トラスト アカウント プロテクション」では顧客の資産は信託財

産として当社自己資産と完全に分別して保管され、現金残高、スワップ受払額及び為替損益も日々評価替え

を行い、当社が万一破綻しても信託財産は保全されるスキームになっております。また、当社は顧客から受

注する為替取引について、住友信託銀行株式会社の外為証拠金分別管理信託口座を通じて為替のカバー取

引を行い、原則として為替取引により生じた損益が外為証拠金分別管理信託口座に自動的に保管される仕

組みになっております。従来は円資産のみしか守られなかった既存の信託保全スキームと異なり、「トラス

ト アカウント プロテクション」は外貨（米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドル、英

ポンド）証拠金も信託保全対象となっております。さらに、信託管理人が日々の評価替え時の分別金につい

て１通貨単位（１円、１セント等）で信託財産として分別されているかをチェックし、その上、より分別の

透明性を高めるために、当社では、証拠金残高の正確性を確認することを目的としたチェックを行っており

ます。また、証拠金残高に関しては監査法人が当社と合意した手続きを実施しております。

　

　〔トラスト アカウント プロテクションの信託保全スキーム図〕

　

　

　※　当社では、証拠金残高の正確性を確認することを目的としたチェックを行っております。また、証拠金残高に関連して

は監査法人が当社と合意した手続きを実施しております。
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④　Ｍ２Ｊダイレクトについて

当社は、平成20年６月30日より、これまで取引開始時の最低預託金を200万円以上（※１）に設定してお

りましたが、この従来からの200万円以上のコース（新名称：「Ｍ２Ｊプレミアム」）とは別に、ＷＥＢ完

結型の新しい取引コースである「Ｍ２Ｊダイレクト」を新設いたしました。

この新しい取引コースである「Ｍ２Ｊダイレクト」の特徴は、取引開始時の最低預託金を50万円以上と

し、取扱い通貨ペアは８通貨ペア（「米ドル／円」「ユーロ／円」「豪ドル／円」「ＮＺドル／円」「カ

ナダドル／円」「英ポンド／円」「香港ドル／円」「南アフリカランド／円」）、売買単位は１万通貨単

位（※２）、受注方法はオンラインのみ等、従来当社が行っていたサービスをＷＥＢ完結にて同様にご利用

いただける設定となっております。まずは当社で気軽に取引をしてみたい、当社の上質なサービスを体験し

てみたい等の多くのご要望にお応えし、幅広くＦＸ投資家の皆様に提供して参ります。

※１　または200万円相当以上の米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、英ポンド、カナ

　　　ダドルと設定しております。但し、iFX-oneだけの取引の場合には、取引開始預託金200万円

　　　は不要なりますが、手数料を含む取引総代金相当額が必要となり、また、iFX50あるいはiFX25

　　　等の場合においては、最低の取引金額が取引開始預託金の200万円を上回ることがあります。

※２　「香港ドル／円」「南アフリカランド／円」は10万通貨単位となっております。

　

４ 【関係会社の状況】

　

当社は関係会社を有していないため、該当事項はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

57〔─〕 32 1.9 5,169,649

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数欄の臨時従業員（パートタイマー、派遣社員、アルバイトを含む。）の年間平均雇用人員の記載につい

ては、当社従業員数の10/100を超えないため省略しております。

４　前事業年度末に比べ従業員数が13名増加していますが、事業の拡大に伴う人員の補充によるものであります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合はありませんが、労使関係は良好であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、第３四半期末まで推移していた堅調な企業収益、民間設備投資の増

加、雇用情勢の改善等が、米国を中心とした世界経済の下振れリスクが高まる中、景気が拡大基調から減

速傾向へと傾き、原材料等のコスト高に伴う不安要因等を抱え、引き続き不透明感が強い状況が続いてお

ります。

その中にあって外国為替市場は、上半期においては４－６月期に124円台前半まで円安が進んだ米ド

ル／円相場は、７月のスタートこそ122円～123円台で推移していたものの、８月のサブプライムローン問

題の表面化により１米ドル＝112円台半ばまで円高が進み、９月にはＦＲＢによる0.50％の利下げや低調

な米景気指標等を受け112円～116円台で推移し中間期を迎えました。下半期においては、10月に金融市場

の混乱が一服する兆しで徐々に円が値を下げ、米雇用統計を契機に117円台まで円安が進むも、米大手銀

行の信用収縮懸念、米ドル安を追認したＧ７声明等により113円台まで円高が加速し、11月には平成18年

５月以来となる109円台まで円高米ドル安が加速、12月はオイルマネー等の相次ぐ欧米銀行への出資報道

や米政府によるサブプライムローン問題救済策発表等により112円～114円台の値動きで第３四半期末を

迎えました。１月に入ると相次ぐ低調な景気指標を受け、米景気後退懸念、大幅利下げ観測が強まり、米銀

による巨額追加損失の計上、米小売悪化、モノライン（米金融保証会社）格下げ懸念の高まりを背景に平

成17年５月以来の104円台まで円高米ドル安が加速し、106円～107円台で一進一退の推移が展開、２月に

入ると世界的に株価が落ち着きを取り戻す中、108円台半ばまで円安米ドル高が進行するも、ＦＲＢ議長

による大幅利下げ、ドル安容認示唆発言等で103円台まで直近安値を更新、３月に入ると雇用統計をはじ

めとした低調な景気指標を受けた米景気後退懸念、大幅追加利下げ観測の強まり、一部ファンドの経営破

綻など信用不安の強まり等を背景に米大手証券の経営危機にまで拡大する中、平成７年11月以来の100円

割れ、さらに同年８月以来となる95円台後半まで円高米ドル安が加速しましたが、その後はＦＲＢによる

追加流動性対策、0.75％の米大幅利下げ等を受け米ドル安が一服するも米ドルの反発力は鈍く月末にか

け概ね98円～100円台での取引で期末を迎えました。

　米ドル／円以外では、年度当初、円キャリートレードが引き続き活況で景気拡大が顕著に見られていた

欧州通貨は、サブプライムローン問題に端を発する市場の混乱を受け１ユーロ＝149円台前半まで円高

ユーロ安が加速するも、信用収縮懸念鎮静化の兆し、原油価格急騰を受けたユーロへの資金シフトの動き

等が強まり、167円台後半まで円安ユーロ高が加速、その後信用不安再燃による世界的な株安等が加わっ

たことで、160円台を挟んで乱高下いたしましたが、円キャリー再開への思惑を手がかりに再びユーロが

騰勢を強め、166円台半ばまで円安ユーロ高が進みました。しかし、年始にかけて世界的な株安を背景に一

時160円割れまで円高ユーロ安が加速し、さらに３月には一時151円台後半まで円高ユーロ安が加速しま

したが、その後落ち着きを取り戻す中158円台までユーロが反発し期末を迎えました。

　オセアニア通貨に関しては、サブプライムローン問題の先行き不透明感は払拭できない状況となってお

り、足元で株式市場が軟調となる中、消費マインド等への悪影響が懸念されるも年末にかけて円が安くな

る材料が示現したこともあり豪ドル／円、ＮＺドル／円ともに底堅く推移いたしましたが、２月までの対

主要通貨での堅調な推移が一服、世界景気減速懸念の高まりから、資源国通貨や新興国通貨等が対ドルで

も軟調に推移し始めた動きに歩調を合わせ、相応に軟化する形となり、とりわけ月中にかけてＦＲＢによ

る追加流動性対策や米大手証券の経営危機等のニュースが伝わると投資家のパニック的な動きからオセ

アニア両通貨とも対円、対ドルともに急落しました。その後ＦＲＢによる大幅利下げを行ったことにより
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パニック的な動きは徐々に落ち着きを取り戻しましたが、戻りが鈍い状態で期末を迎えました。

このような状況下において、当社は、平成19年10月25日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・

マーケット－「ヘラクレス」に上場し、当社の認知度・社会的信用度が飛躍的に高まり、そのことが顧客

口座数拡大に大きく貢献し、前期末の4,808口座から7,026口座（前期比46.1％増）へ拡大しました。しか

し、一方でサブプライムローン問題を背景として発生した信用収縮により売買が低調に推移し、特に平成

20年１－３月期においては米ドル／円で95円台を示現するなど、想定を上回る円高等による方向感の見

えない相場状況が続いたことが顧客の取引手控え要因となり、その結果、当事業年度による営業収益は

2,039,443千円（前期比15.5％増）となりました。販売費及び一般管理費は、全体的に抑制することに努

めましたが、地震等の災害時におけるリスク回避等のために開設したＭ２Ｊベイスクエア（東京都江東

区）の開設に係る費用、上場に係る費用及び人員増加による人件費増等の影響もあり、1,086,551千円

（前期比33.2％増）となり、営業利益は952,891千円（前期比0.3％増）となりました。経常利益は、営業

外費用として上場に伴う公開準備費用13,906千円や株式交付費11,774千円等を計上した結果、931,786千

円（前期比1.6％減）となりました。当期純利益は特別損失として減損処理による投資有価証券評価損を

11,000千円計上したこと等により541,452千円（前期比1.1％減）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前事業年度末と比

較して、823,947千円の増加となり、残高は1,662,390千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と

その要因は以下のとおりであります。

　

［営業活動によるキャッシュ・フロー］

営業活動によるキャッシュ・フローは、サブプライムローン問題等を背景として発生した信用収縮の

影響があり売買が低調に推移する時期もありましたが、全体的には前期を上回る営業活動の展開から税

引前当期純利益を920,737千円計上したこと、並びに法人税等の支払額が549,595千円の支出となったこ

と等により、402,176千円の増加（前期は779,865千円の増加）となりました。

　

［投資活動によるキャッシュ・フロー］

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による500,000千円の支出、有形固定資産の取

得による168,424千円の支出、無形固定資産の取得による33,159千円の支出、Ｍ２Ｊベイスクエア開設等

に伴う差入保証金の差入による23,617千円の支出等により、724,211千円の減少（前期は1,076,321千円

の減少）となりました。

　

［財務活動によるキャッシュ・フロー］

財務活動によるキャッシュ・フローは、当社上場時の公募増資による資金調達等を含む株式の発行に

よる1,227,065千円の収入、及び配当金の支払80,676千円により、1,146,389千円の増加（前期は241千円

の減少）となりました。
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２ 【業務の状況】

(1) 顧客口座数

前事業年度末、当事業年度末における顧客口座数は次のとおりであります。

　
前事業年度末

（平成19年３月31日）
当事業年度末

（平成20年３月31日）

顧客口座数
（口座）

前期末比
（％）

顧客口座数
（口座）

前期末比
（％）

外国為替取引口座（個人） 4,521 191.2 6,635 146.8

  外国為替取引口座（法人） 287 143.5 391 136.2

合計 4,808 187.4 7,026 146.1

(注) 顧客口座数は各期末時点の累計口座数で表示しております。

　

(2) 顧客預り勘定残高

前事業年度末、当事業年度末における顧客預り勘定残高は次のとおりであります。

　
前事業年度末

（平成19年３月31日）
当事業年度末

（平成20年３月31日）

残高
（千円）

前期末比
(％)

残高
（千円）

前期末比
(％)

顧客預り勘定残高 22,193,338 167.4 12,415,839 55.9

　

(3) 通貨別取引高

前事業年度、当事業年度における実績を取引通貨別に示すと次のとおりであります。

　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
　　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
　　至　平成20年３月31日）

売買金額
前期比
（％）

売買金額
前期比
（％）

米ドル／円
（百万ドル）

9,142.95 133.8 6,676.33 73.0

ユーロ／円
（百万ユーロ）

455.10 189.1 1,075.71 236.4

ユーロ／米ドル
（百万ユーロ）

1,665.66 87.4 708.89 42.6

豪ドル／円
（百万豪ドル）

1,319.20 95.0 3,022.82 229.1

ニュージーランドドル／円
（百万ニュージーランドドル）

1,369.68 105.8 1,839.06 134.3

英ポンド／円
(百万英ポンド)

370.16 141.9 412.02 111.3

香港ドル／円
（百万香港ドル）

16.50 ― 145.10 ─

南アフリカランド／円
（百万南アフリカランド）

269.80 ― 6,395.75 ─

カナダドル／円
（百万カナダドル）

─ ― 151.15 ─

豪ドル／米ドル
（百万豪ドル）

─ ― 0.57 ─

ニュージーランドドル／米ドル
（百万ニュージーランドドル）

─ ― 0.55 ─

　(注) １ 上記金額は顧客との相対取引による通貨毎の取引高であります。

２ 「香港ドル／円」、「南アフリカランド／円」は平成19年２月26日から取扱いを開始いたしました。

３ 「カナダドル／円」は平成20年１月７日から取扱いを開始いたしました。
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４  「豪ドル／米ドル」、「ニュージーランドドル／米ドル」は平成20年３月24日から取扱いを開始いたしま

    した。

５  「香港ドル／円」、「南アフリカランド／円」は前事業年度における取扱い期間が短く、当事業年度におい

　　て単純比較ができないため、前期比については記載をしておりません。「カナダドル／円」、「豪ドル／米

　　ドル」、「ニュージーランドドル／米ドル」は取扱い開始後間もないため前期比については記載をしており

　　ません。

６  売買金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社は「挑戦と規律」という企業理念のもと、日々刻々と変化する顧客ニーズにお応えできるよう注力

しております。当社は外国為替証拠金取引事業に特化し、顧客の代替投資対象となる他の金融商品の取扱い

を行っていないため、他の金融機関と異なり市況環境が悪化した場合、収益面において少なからず外国為替

相場の環境に左右される可能性があります。当社は外国為替相場や市況の好不況に関わらず安定的に収益

を計上するため、既存の事業を一層拡充することに加え外国為替証拠金取引を通じた収益源の多様化やブ

ランド力の向上を実現していくことが課題であると認識しております。今後は投資家のニーズに基づく総

合的な資産運用スキームの構築やアライアンスを含めた他の金融機関との連携等も模索し強化していきた

いと考えております。

　　このような認識のもと、当社といたしましては、以下の施策に取り組んでいく方針であります。

　

（1）人材の育成と充実

　　当社が属する外国為替証拠金取引業界は、平成10年４月の外国為替及び外国貿易法改正以降新たに誕生し

た業界であり、業界自体の拡大が続いております。そのため優秀な人材の確保、人材の継続的な育成と適材

適所への配備が当社発展の根幹であると考えております。

　当社では即戦力となる正社員の採用を中心に人員体制の強化を行い、実務を中心とした人材育成を行い人

材レベルの維持に努め、実力本位の人事処遇制度を採用することで、優秀な人材の確保に努めて参ります。

　　また、ノウハウや社員教育の体系化を行い、必要に応じて研修、ＯＪＴによる人材育成体制の確立に一層取

り組み、外国為替証拠金取引業界だけではなく広く金融分野に精通した人材を育成していくよう努めて参

ります。

　

（2）収益源の多様化について

　　創業来、当社は「米ドル／円」「ユーロ／円」「ユーロ／米ドル」「豪ドル／円」「ニュージーランドド

ル／円」「英ポンド／円」の６通貨ペアで事業展開を行い、これらの通貨ペアを基に顧客基盤の開拓及び

事業の拡大に注力して参りました。そして平成19年２月26日より「香港ドル／円」「南アフリカランド／

円」、平成20年１月７日より「カナダドル／円」、さらに平成20年３月24日より「豪ドル／米ドル」

「ニュージーランドドル／米ドル」の取扱いも開始いたしました。当社が取扱う通貨ペアはＧ７通貨を中

心としたカントリーリスクが少ないと考えられる国の通貨を選択し、その流動性を確認した上で商品とし

て投資家に提供しております。今後も必要に応じて通貨の流動性リスクを考慮した上で、顧客ニーズに的確

に応えることができるよう慎重に取扱通貨ペアの充実を行っていく予定であります。当社は外国為替証拠

金取引以外の金融商品を取扱っておりませんが、今後は、通貨ペア数の充実だけではなく外国為替証拠金取

引を中心とした顧客ニーズ、顧客満足に相応できる金融商品の開発並びに事業展開を図り、安定して収益の

拡大を実現できるよう収益源の多様化を行って参ります。

　

（3）法人顧客の獲得について

当社は継続的な営業収益の拡大のために、実需の外国為替取引を行う事業法人の顧客の獲得に重点的に

取り組む必要があると考えております。外為証拠金分別管理信託（トラスト アカウント プロテクショ

ン）を用いた資産保全スキームを活用することにより、中小法人顧客のヘッジ目的の為替取引から運用ま

で幅広く提供しております。今後は、大手法人顧客のニーズに合致した短期のヘッジ手段として活用できる

商品の開発・付加等を行って参ります。

　

（4）ブランド力の向上、信頼感の浸透
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昨今、外国為替証拠金取引業界は異業種からの参入等も散見できるほど業界内での競争が激しくなって

おり、取引単位の小口化及びハイレバレッジが主流になっているように見受けられます。その中において当

社は、同業他社とは徹底した差別化を行っております。

　当社は「プライベートバンキング・ソリューション」というサービスブランドを掲げ、富裕層及び資産運

用層を中心に信託保全スキーム（トラスト アカウント プロテクション）のもと時間を味方にしながら

「守る」「殖やす」「受け継いでいく」ための資産運用として外国為替証拠金取引を提供しております。

　従来、当社は取引開始時の最低預託金を200万円以上に設定しておりましたが、この200万円以上のコース

とは別に、平成20年６月30日よりネット完結型の新しい取引コースを新設いたしました。この新コースでは

顧客の裾野をさらに拡大し、当社で実際に取引を行うことで当社における利便性及び外国為替証拠金取引

による実践的な資産運用方法等をオンライン限定にて提供して参りますが、あくまでも取引に対する考え

方は資産運用であります。また、販売促進のキャッチコピー『ＬＯＮＧ ＬＩＦＥ ＦＸ』を当社のビジネス

コンセプトに位置づけるキーワードとして、ＷＥＢ上を含む一般広告媒体で顧客への訴求を狙って参りま

す。

　このように当社は徹底した差別化のもと、ブランド力の維持および向上に注力し、更なるブランド戦略及

び積極的な情報発信に努めて参ります。

 

　

（5）コンプライアンスの徹底及び内部管理体制の強化

　　当社の主要な取扱い商品はハイリスク・ハイリターン型の金融商品であるため、金融商品の販売等に関す

る法律、金融商品取引法等を遵守すること、また、高度なコンプライアンス及び内部管理体制を構築するこ

とが、当社の会社運営上重要な事項の一つであると認識しております。

当社は顧客の新規取引開始にあたって十分な商品説明、取引方法、リスク説明等を行っており、その説明

等を行うカスタマー事業部（営業部門）員に対しては、商品知識、適正な投資勧誘方法の習熟を図っており

ます。今後も法令順守の徹底並びに情報管理等の強化により、信頼性の確保、維持、向上に努め、営業部門等

への牽制機能をさらに強化し、より一層のコンプライアンスの徹底を実行し、顧客が安心して当社と取引が

できるよう社会的信用の高い企業として環境を整備して参ります。

　

（6）ＣＲＭ（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）

当社は、電話やオンラインでのサービスを主業務とするため、顧客との直接的な接点が限られており、全顧

客に対して効果的な対応が要求されます。そこで当社は、投資または市況解説等に関する各種セミナーを積

極的に開催しております。また、全国各地にセミナー講師を派遣し、各種勉強会等を行うデリバリーグループ

ミーティングなどを継続的に開催しております。今後もＣＲＭの更なる強化を行い、顧客満足度向上を図っ

ていく所存であります。
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４ 【事業等のリスク】

当社の経営成績、事業運営及び財政状態、その他に関する事項等は、今後起こりうる様々な要因により大

きな影響を受ける可能性があります。以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業等のリスクに該当しない事項についても、投

資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する情報

開示の観点から積極的に開示しております。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予

防及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は以下のリスク及び本項

以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本有価証券報告書提出日（平成20

年６月30日）現在における当社の判断に基づいており、全てのリスク要因を正確に網羅するものではなく、

また、将来の事項については不確実性を有しております。

　

（1）当社の事業構造にかかるリスクについて

　①　外国為替市場の変動について

　　当社は外国為替市場の変動に大きく左右されない企業体質の構築を目的として、資産運用に関するコンサ

ルティングを重視し、中長期での運用を視野に入れた取引を顧客に推奨する方針をとっております。一方

で、当社は外国為替証拠金取引の専門業者であり、主要な収益は、顧客との間で行った相対取引の成立レー

トと当社がカバー取引として行った成立レートの差額（当社ではディーリング収益と呼んでおります）、

スワップ授受に伴う差額、顧客と当社との取引成立の際に顧客の売買単位に応じて徴収する取引手数料、分

別管理信託内で発生する信託の運用収益の４種類で構成されていることから、顧客の建玉の増加によって

当社の収益機会も増加し、ディーリング収益及び取引手数料については顧客の売買回数及び売買単位の増

加によって当社の収益も拡大することとなります。また、外国為替市場が長期間に渡ってボラティリティが

低い時期（いわゆるレンジ相場）が続いた場合でも、当社が開発した新発注手法である「リピートイフダ

ン（ＲＩＦＤ）注文」「トラップリピートイフダン（トラップＲＩＦＤ）注文」等を顧客に提供すること

により、当社も収益獲得機会を確保することができるよう、外国為替市場の変動に大きく左右されないよう

経営努力を行っております。しかし、急激な円高等に見られる想定以上の為替変動等により顧客資産の評価

損が急激に膨らみ顧客の建玉が減少した場合、あるいはレンジ相場であっても「リピートイフダン（ＲＩ

ＦＤ）注文」「トラップリピートイフダン（トラップＲＩＦＤ）注文」等があまり利用されず、当社の想

定以上に売買数の低迷あるいは預り資産残高及び建玉の減少につながった場合等には、当社の業績及び財

政状態等に影響を与える可能性があります。

　　また、当社が扱う通貨ペアは、該当国の政治経済情勢、資本取引や通貨売買に規制がかかること等で、顧客の

受発注及び当社のカバー取引が行えなくなる可能性が少ないと考えられる通貨ペアを選択し、その流動性

を確認した上で顧客に提供しております。そのため、当社では流動性リスクが顕在化するリスクは低いもの

と考えておりますが、当社の取扱通貨ペアの中で急激なカントリーリスクの高まり等により、その流動性の

確保が難しくなった場合等には、当社の業績及び財政状態等にも重大な影響を与える可能性があります。
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　②　外国為替証拠金取引業務の信用リスクについて

　　当社は外国為替証拠金取引を行う顧客のポジション管理を行っており、顧客のポジションの評価替えを

日々行っております。評価替えを行うことにより顧客のポジションに評価損益を算入した結果、顧客の有効

証拠金額が現在のポジションの維持に必要な証拠金額（これを「維持証拠金」といいます。本有価証券報

告書提出日現在、証拠金維持率70％）を下回った場合にマージンコールが発生し、当社は顧客に対して追加

証拠金の提供またはポジションの全部もしくは一部の決済を求め、追加証拠金が指定する期限までに入金

されない、かつ決済も行われない場合には強制的に反対売買を行って全てのポジションを解消して決済に

より生じた不足資金を顧客に請求し充当いたします（但し、平成20年６月30日より開始した「Ｍ２Ｊダイ

レクト」コースはマージンコール制度を採用しておらず、自動ロスカット制度のみになります）。しかし、

昨今の度重なる急激な外国為替市場の相場等により、顧客資産を守るにはマージンコール制度だけで不十

分と判断せざるを得ない状況が想定されるため、当社では平成20年５月19日から顧客の損失拡大を防ぐこ

とを目的にマージンコール制度と併用して自動ロスカット制度を導入いたしました。当社の自動ロスカッ

ト制度は、顧客の証拠金維持率35％を下回った場合に、当社が顧客に通知することなく顧客の計算において

全ポジションを自動的に反対売買いたします（「Ｍ２Ｊダイレクト」コースの自動ロスカット制度は、証

拠金維持率が70％を下回った場合、原則５分毎に別途値洗いを行い、その時点で維持率50％を下回った場合

に自動ロスカットが行われます）。当社は決済時に顧客資産が不足しないように対象通貨の過去の相場変

動率を勘案し、証拠金率、マージンコールにおける証拠金維持率及び自動ロスカットにおける証拠金維持率

等を定めておりますが、顧客が不足分を支払うことができない状況等が発生した場合、当社は顧客に対する

債権の全部または一部について貸倒れの損失を負う可能性があります。

　

　③　住友信託銀行株式会社との契約について

　　当社は住友信託銀行株式会社（以下、「住友信託銀行」といいます。）と顧客資産保全のための「外為証拠

金分別管理信託契約書」を締結しており、また、その契約書を補うものとして当社との間で発生する外国為

替証拠金取引のカウンターパーティーとしてのカバー取引等を行うための「外為証拠金分別管理信託契約

に伴うインターネット為替取引サービスに関する基本契約書」及び「インターネット為替取引サービス

『FX-Partner』の使用に関する覚書」を締結しております。これらの契約は現在の当社が提供する外国為

替証拠金取引サービスに関するものであります。現在、当社と住友信託銀行の関係は良好であり、期間に定

めのある契約に関し契約期間を満了した場合も継続して契約の更新を行う方針であります。

　　しかしながら、住友信託銀行との契約につき、内容の変更、更新の拒絶、解除、その他の理由による契約の終

了等が生じた場合、または、住友信託銀行の業務に何らかの支障が生じたこと等により、当社が提供してい

る信託保全スキーム及びカバー取引が行えなくなった場合には、当社の業務及び業績等に影響を与える可

能性があります。

　

（2）当社事業を取り巻く外部環境にかかるリスクについて

　①　外国為替証拠金取引に関わる業界の動きについて

平成17年７月１日にスタートした金融先物取引法の改正により外国為替証拠金取引を取扱う金融先物取

引業者としての登録が義務付けられたことにより、登録業者以外の業者が外国為替証拠金取引を行うこと

ができなくなりました。また、平成19年９月30日に施行した金融商品取引法においても同様に登録が義務付

けられています。しかし、昨年10月以降、急激な為替相場の変動や金融庁による外国為替証拠金取引業界へ

の検査・監督体制の強化等により、同業他社の中では法令違反を行っている業者が浮き彫りになり、経営破

綻を起こす業者や処分・勧告を受ける業者が多発し当業界への信頼性を損なうような出来事が起こりまし

た。そのため、追加証拠金の発生状況や自己資本規制比率の日々の状況等を報告させるなど、あらためて金

融庁による規制がさらに強化される動きもあり、当業界に係る法的整備は進行中で未だ不明確な部分もあ

るといえます。当社は積極的にコンプライアンスの整備や従業員への啓蒙活動等に努めておりますが、業界
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全体への更なる規制の強化、もしくは逆に法的整備の遅れ等により顧客への信頼性の低下や取引参加者数

の拡大等が見られない場合、当社の業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。

　

②　外国為替証拠金取引における競争激化について

一般投資家の外貨への直接投資に対する関心の高まりや外国為替証拠金取引の市場拡大傾向を背景に、

銀行、証券会社、商品先物会社、事業会社等による外国為替証拠金取引業への新規参入が増加しております。

また、株式会社東京金融取引所も外国為替証拠金取引と同様の商品を同取引所に上場させており、さらに、

株式会社大阪証券取引所も平成21年３月頃を目途に取引所外国為替証拠金取引市場の創設を計画しており

ます。これらの業者間の競争は激しさを増しており、外国為替証拠金取引における手数料及び証拠金率の引

下げ、取引単位の小口化の傾向が見られます。

　　当社では、これらの同業他社との差別化を図るために、取引開始時の最低預託金を同業他社と比べ比較的高

い200万円に設定し、最低売買単位も５万通貨単位（iFX-oneの場合は１万通貨単位、「香港ドル／円」「南

アフリカランド／円」のiFX-pro、iFX25、iFX50は50万通貨単位、iFX-oneは10万通貨単位）とするなど、富裕

者層や資産を有効に運用したいと考える顧客層をターゲットとした戦略を取っております（「Ｍ２Ｊダイ

レクト」コースは最低預託金50万円、最低取引単位１万通貨単位、但し「香港ドル／円」「南アフリカラン

ド／円」は10万通貨単位となっております）。またＷＥＢセミナーを含むセミナー活動を通して積極的に

顧客向けの啓蒙活動を行い、当社の理念や取引に関するルール等に十分な理解をもった顧客との取引に重

点を置いております。そして、取引開始後も各顧客のニーズに対応するため、ＷＥＢコンサルティングの導

入、情報提供サービスの充実、各段階・各テーマに応じたセミナーの開催、分別管理信託（トラスト アカウ

ント プロテクション）による顧客預り資産の安全性の確保、「リピートイフダン注文」「トラップリピー

トイフダン注文」といった新発注手法による顧客利便性の提供等といった付加価値の充実により競争力の

向上に努めております。しかしながら、新規参入者の増加または既存業者との競合が増すこと等により、当

社が想定している以上に競争が激化した場合、あるいは当社の差別化戦略が有効に機能せず、収益に対する

コスト増が吸収しきれなかった場合等には当社の業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。

　

　③　株式会社東京金融先物取引所における外国為替証拠金取引の上場について

　　株式会社東京金融取引所は、平成17年７月「くりっく365」と称する外国為替証拠金取引と同様の商品を同

取引所に上場させ、取引所取引を展開しております。同取引所上場商品は営業方針面や税制面での優遇等の

利点があります。当社は同取引所取引に参加しておりませんが、今後、取引所取引が順調にシェアを拡大し

た場合、当社の業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。

　

　④　株式会社大阪証券取引所における取引所外国為替証拠金取引市場の創設について　　

株式会社大阪証券取引所は、平成20年４月22日付プレスリリースにおいて平成21年３月を目途に取引所

外国為替証拠金取引市場の創設を行う旨を発表いたしました。取引形態が取引所取引ということで、「く

りっく365」と同様に営業方針面や税制面での優遇等の利点が考えられます。当社もこの株式会社大阪証券

取引所が発表した取引所外国為替証拠金取引市場との関わり方についてあらゆる角度から検討しておりま

すが、「くりっく365」のように競合関係になり、この株式会社大阪証券取引所が展開する取引所外国為替

証拠金取引市場がシェアを拡大していった場合、当社の業績及び財政状態等に影響を与える可能性があり

ます。

　

（3）当社の事業体制にかかるリスクついて

　①　人員及び組織体制について
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　　当社の役職員数は平成20年３月31日現在において、役員６名及び従業員57名（派遣社員１名を除く）とい

う人員構成であります。事業規模の拡大に対しては社内システムの充実で対応することにより、少数精鋭で

高い収益力を確保できる組織体制の構築に努めて参りました。今後も事業規模の拡大に対しては少数精鋭

の人員構成に沿った人員補強、内部管理体制の強化を図り、社員教育、研修制度を充実させ優秀な従業員の

定着率向上に努めて参ります。しかし、優秀な人材の確保が適時かつ十分に確保できない場合、または当社

既存の優秀な人材が大量に外部流出した場合等には内部管理体制や業務執行において十分な人的・組織的

対応が困難となる可能性があり、当社の事業の拡大に制約または業績及び財政状況等に影響を与える可能

性があります。

　

　②　コンピューターシステム障害について

　　当社の取引システムは、インターネットからの注文受発注、ポートフォリオ管理、情報提供等を司るフロン

トシステム、マーケットとの取引を司るミドルシステム及び法定帳簿の記帳や取引報告書出力など取引決

済データ処理を司るバックシステムから構成されています。取引注文の大部分はインターネットを通じて

受注し、一連のコンピュータ処理システムへの接続を通じて取引を執行しております。そのため、これらの

システムに動作不良や人為的ミス、アクセス数の急激な増大による通信回線の障害、事故及び外部からの不

正な侵入等の犯罪等により障害が発生し機能不全に陥った場合には、顧客からの取引注文の受付、執行が行

えなくなる可能性があり、信用力低下や損害賠償請求等により当社の業績等に重大な支障が生じる恐れが

あります。そこで、当社は地震等の災害時における現本社機能が停止状態に陥った時の備え等のバックアッ

プ体制の確立のため、平成19年11月に非常用の電源供給等が可能なテレコムセンタービルに当社の分室で

ある「Ｍ２Ｊベイスクエア」を開設し、緊急時でも現本社機能と同等の環境が提供できるように体制を整

備いたしました。しかしながら、当社の想像を絶するような災害またはテロ等の人災が発生した場合等は当

社の全業務に深刻な影響を与える可能性があります。

　

（4）当社に関連する法的規制等がもたらすリスクについて

　①　金融商品取引法について

　ⅰ.登録制にかかるリスク

　　当社は、金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条に基づく登録を受けております。また、当社は金

融商品取引法、関連政令、府令等の諸法令に服して事業活動を行っております。金融商品取引業については、

金融商品取引法第52条第１項及び第４項もしくは同法第53条第３項、同法第54条にて登録の取消となる要

件が定められており、これらに該当した場合、登録の取消が命じられることがあります。当社は社内体制の

整備等を行い法令順守の徹底を図り、現時点では取消事由に該当する事実はありません。しかしながら、将

来なんらかの理由により登録等の取消あるいは監督当局からの行政指導等を受けることになった場合、当

社の風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。
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ⅱ.　自己資本規制比率について

　　金融商品取引業者には、金融商品取引法に基づき、自己資本規制比率の制度が設けられています。自己資本

規制比率とは、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令

で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得

る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率をいい、毎月末及び内閣府令で定

める場合に算出し、内閣総理大臣に届け出なければならないとされています（金融商品取引法第46条の６

第１項）。また、金融商品取引業者は自己資本規制比率が120％を下回ることのないようにしなければなら

ない（同法第46条の６第２項）とも定められています。

内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者の保護のため必

要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し業務の方法の変

更その他業務の運営または財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされ

（同法第51条）、自己資本規制比率が100％を下回るときであって、公益又は投資者保護のため必要かつ適

当であると認めるときは、その必要の限度において、３月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止

を命ずることができ（同法第53条第２項）、さらに、業務停止の日から３月を経過した日における当該金融

商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100％を下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制

比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消

すことができる（同法53条第３項）とされています。また、金融商品取引業者は、毎年３月、６月、９月及び

12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から１月を経過した日から３月

間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない（同法46条の６第３項）と

もされています。

　　なお、当社における直近（平成20年３月）の自己資本規制比率は約1,000％であり、本項目で記載されてい

る自己資本規制比率の値を上回っております。

　　ただし、本項目で記載されている要件に抵触した場合には業務の停止命令等の行政処分を受ける可能性が

あり、当社の風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。
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ⅲ.　顧客資産の分別管理について

　　金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客から預託を受けた

金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財

産と区分して管理しなければならない旨が定められております（金融商品取引法第43条の３第１項）。そ

こで当社は、外国為替取引における顧客からの預り資産（外貨資産、スワップも含む）について、提携先金

融機関を通じて独自の分別管理を行い、顧客資産を保全できる体制を整えております。当社の「トラスト 

アカウント プロテクション」は、取引証拠金の全額を外為証拠金分別管理信託口座に信託し、全ての為替

取引について外為証拠金分別管理信託口座でカバー取引を行うことによって、証拠金及び為替損益を外為

証拠金分別管理信託口座で分別保管しております。当社は、毎営業日に当社のシステムにより時価残高（有

効証拠金）の額を評価替えし、時価残高（有効証拠金）の総額以上の金銭が外為証拠金分別管理信託口座

に分別保管されていることを確認して、時価残高（有効証拠金）の保全を図っております。しかしながら、

為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引を適切に行うことができなかった場合や当社のシス

テム障害等により時価残高（有効証拠金）の総額が正しく算定できなかった場合、または当社の対応が適

切でない場合等、外為証拠金分別管理信託口座で分別保管された金銭が時価残高（有効証拠金）の総額に

不足した場合には、顧客の時価残高の一部が返還されない恐れがあります。そのような事態が起こった場

合、当社は著しく信用を損なう恐れが想定され、当社の事業、風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与え

る可能性があります。

　

　ⅳ.　広告に関する法令等の規制について

　　金融商品取引法では、金融商品取引業者等が金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するも

のとして内閣府令で定める行為をする時は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明瞭かつ正

確に表示しなければならないとされています（同法第37条第１項、同法施行令第16条第１項、金融商品取引

業等に関する内閣府令第72条、第73条）。

　一　当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名

　二　金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号

　三　当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼ

すこととなる重要なものとして政令で定めるもの　　

　　さらに、金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内

閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定

める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならな

いとされています（同法第37条第２項）。　
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　ⅴ.　適合性の原則、取引開始基準等について

　　金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を

行わなければならないとされています（金融商品取引法第40条）。

　　一　金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照ら

して不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとな

るおそれがあること。

　　二　前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措

置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障

を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。　

　　当社は、金融商品取引の受託等を行うにあたっては、顧客の実情に適合した取引を行うため、社内規程等に

て取引開始基準を定め、この基準に適合した顧客と取引を行うように努めておりますが、当社における不備

により、上記事項に該当するような顧客と取引を行い、行政当局等から処分を受けた場合は、当社の風評、業

績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。

　

ⅵ.　その他の禁止行為について

金融商品取引法第38条では、勧誘の要請をしていない顧客に対し業者が訪問または電話による勧誘を行

うこと（いわゆる「不招請勧誘」）や、契約を締結しない旨の意思を表示した顧客に対する勧誘をするこ

と、あるいは断定的判断を提供して顧客を勧誘すること等の禁止行為が定められております。特に、不招請

勧誘の禁止については、顧客が電話や個別訪問による勧誘を受け、リスクや取引の仕組みなどについて十分

に理解しないまま受動的に取引を開始したことによるトラブルから社会問題に発展したことに鑑み、平成

17年７月の金融先物取引法の改正により、投資家保護及び取引業者が適正な勧誘を履行するために設けら

れ、金融商品取引法においても定められている法規制でありますが、当社は創業当時より不招請勧誘の禁止

を意識した営業展開を行い、かかる法改正後の影響も軽微で、逆に同業他社との優位性を示す形になってい

ると考えております。しかし、今後当社の事業拡大に当たり人員数増等に対し、社員教育の徹底が疎かにな

り金融商品取引法第38条に抵触する行為が行われ、行政当局より処分等が行われた場合、当社の風評、業績

及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。
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②　犯罪による収益の移転防止に関する法律について

　　金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律（いわゆる本人確

認法）が母体となり、平成20年３月１日より、犯罪による収益の移転防止に関する法律が施行されました。

従来金融機関が独自に行っていた顧客の本人確認及び記録の保存を法律上の義務とし、顧客管理体制の整

備を促すことにより、テロ資金や犯罪収益の追跡のための情報確保とテロ資金供与及びマネー・ロンダリ

ング等の利用防止を目的としております。

当社では、同法に基づき所定の本人確認書類等を顧客から徴収し本人確認を実施するとともに、顧客カー

ドを作成し本人確認記録及び取引記録を保存しております。しかし、当社の業務方法が同法に適合していな

いという事態、もしくは今後より厳しい本人確認の実施を求める法令改正が行われたりした場合、当社の取

引口座の開設その他業務に影響を与える可能性があります。

　

③　個人情報の保護に関する法律について

　　当社は、平成17年４月１日に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」の遵守を事業展開上重要な

経営課題と位置づけて取り組んでおります。

　　当社においては平成19年７月にプライバシーマークを取得し、関連する社内規程を整備の上、役員及び従業

員への啓蒙・教育活動の実施に取り組んでおります。また、当社がその顧客情報を取扱う業務を外部に委託

する場合にも、外部委託先に対して秘密保持義務を課す等、その保護・管理には細心の注意を払っておりま

す。しかしながら、不測の事態によって個人情報の外部漏洩が発生した場合には、当社の信用低下や損害賠

償請求等により当社の風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

　

④　各種法的規制の変更について

　　当社は、金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法、信託法、金融商品取引業等に関する内閣府令、犯罪によ

る収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等に加え、金融商品の販売等に関する法律

（金融商品販売法）、消費者契約法、社団法人金融先物取引業協会の定める諸規則等の各種法的規制に従っ

て業務を遂行しております。当社はコンプライアンスの徹底を図り各種法令等の遵守に努めておりますが、

将来的に当社業務に関係する各種法令等や実務慣行、解釈等の新設や変更等があった場合には、当社の各種

業務や財務方針又は当社の顧客の取引動向に関係し、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、昨今、投資家の外国為替証拠金取引により得た収入に関する報道等がなされ、税金に関する規制が強

化される可能性も考えられます。これにより、投資家の投資意欲の減退等により、当社の業績及び財政状態

等に重大な影響を与える可能性があります。

　

（5）訴訟について

　　本有価証券報告書提出日現在、当社を含む３名の法人及び個人を被告として、１件約２百万円の損害賠償請

求訴訟が係属中であります。これは、顧客が当社の取引先が掲載していたＦＸ取引に関する情報（当社情報

を含む。）を端緒として当社へ口座開設を行い顧客の計算のもとに行われた外国証拠金取引において損失

を被ったとして、当社を含む３名の被告に対して損害賠償を求めるものであります。これに対して当社は、

全ての手続き及び取引は法令を遵守して行われたことを主張して争っております。

　上記訴訟については現在手続きが進行中でありますが、その結果如何によっては、当社の風評に重大な影

響を与え、当社の信用力の低下等により業績及び財政状態等にも影響を与える可能性があります。
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（6）今後の事業展開にかかるリスクついて

　　当社は、変化する顧客ニーズに迅速に対応し、更なる成長、企業価値の向上を実現していくことを課題とし

ております。当社の取扱通貨ペア数は11通貨ペアと同業他社と比較して少なく、レバレッジも最大約17倍

（「Ｍ２Ｊダイレクト」コースは20倍）と同業他社では400倍以上ものレバレッジで取引を行っている業

者がある中、かなり低く設定しております。当社は外国為替証拠金取引を投機としてではなく投資商品とし

て位置づけており、中長期的な視点でリスクを明確に理解、分散したうえで運用するように推奨しておりま

す。

また平成20年１月７日より「カナダドル／円」、平成20年３月24日より「豪ドル／米ドル」「ニュー

ジーランドドル／米ドル」の取扱いを開始いたしました。「香港ドル／円」「南アフリカランド／円」の

取扱いを開始した時と同じく、通貨ペア別取引高に変化が起こっており、昨今の対円相場の状況等をふまえ

て、円が絡まない通貨ペアの取引高及び円高に一服感のある高金利通貨ペアの取引高の増加が顕著に見受

けられますが、この傾向が続く保証はありません。当社では、取扱商品の充実を図るため、今後も通貨の流動

性リスクを考慮しながら取扱通貨ペアの充実を行っていく考えであります。しかし、これらの施策が十分に

達成できない場合や、顧客のニーズを十分に反映できない場合等には、当社の成長を阻害する要因にもな

り、当社の業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

　

（7）その他のリスク

①　社歴が浅いことについて

当社は平成14年10月に独立系の外国為替証拠金取引専門会社として事業を開始いたしました。そのため、

当社は社歴が浅く、当社の期間業績比較を行うための十分な財務数値を得ることができません。今後の当社

の営業収益、利益等の成長性を判断する材料としては慎重に検討される必要があります。

　

②　ベンチャーキャピタル及び投資事業組合の当社株式保有比率について

平成20年３月31日現在における当社発行済株式総数は、普通株54,591株、議決権総数は54,591個でありま

す。そのうちベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合（以下、「ＶＣ等」

という。）が所有している株式数は、普通株式5,057株であり、その所有割合は発行済株式総数の9.3％、議決

権割合で9.3％であります。一般的に、ＶＣ等による当社株式の所有目的は、当社株式を売却してキャピタル

ゲインを得ることであることから、ＶＣ等が所有する株式の全部または一部が売却されることが想定され

ます。

　なお当該株式売却により、短期的に需給バランスの悪化が生じる可能性があり、当社株式の市場価格に影

響を及ぼす可能性があります。

　

⑥　新株予約権（ストックオプション）について

　　本有価証券報告書提出日現在、ストックオプションを含む新株予約権による潜在株式総数5,700株であり、

これら新株予約権が全て行使された場合、行使前発行済株式総数54,591株の10.4％に当たります。現在付与

されている新株予約権の行使が行われた場合、当社の１株当たりの株式価値が希薄化し、当社株式の価格形

成に影響を与える可能性があります。また、会社法施行以降、ストックオプション等を付与する場合は費用

計上が義務付けられたため、今後のストックオプションの付与により、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

　

契約の名称 契約の形態及び内容 契約期間

外為証拠金分別

管理信託契約書

委託者：株式会社マネースクウェア・ジャパン

受託者：住友信託銀行株式会社

信託管理人（甲）：当社従業員（内部管理統括責任者）※１

信託管理人（乙）：弁護士※２

受益者：顧客及び株式会社マネースクウェア・ジャパン

　

契約内容：金融先物取引法第91条及び同法施行規則第29条の６（現

在は金融商品取引法第43条及び金融商品取引業等に関す

る内閣府令第143条に規定されております。）の規定に従

う、顧客資産の分別保管

　

　

平成16年７月15日より

１年間

但し契約期間の満了日

の１ヶ月前までに受託

者または委託者が信託

管理人（甲）の承諾を

得ていずれか一方から

他方に対して書面によ

る契約終了の意思表示

を行わない限り１年間

延長後の契約期間満了

日に変更され、その後

も同様とする。

外為証拠金分別管

理信託契約に伴う

インターネット為

替取引サービスに

関する基本契約書

甲：株式会社マネースクウェア・ジャパン

乙：住友信託銀行株式会社

　

契約内容：乙が甲に提供する単一または複数のインターネット為替

取引サービスに関する基本契約

定めなし。但し、いずれ

の当事者も事前の書面

による通知により解約

することができる。

　

インターネット為

替取引サービス

『FX-Partner』の

使用に関する覚書

甲：株式会社マネースクウェア・ジャパン

乙：住友信託銀行株式会社

　

契約内容：「外為証拠金分別管理信託契約に伴うインターネット為

替取引サービスに関する基本契約」に基づき乙が甲に

提供するサービス

定めなし。

※１　契約上特定の従業員との契約となっております。

※２　契約上特定の弁護士との契約となっております。

　

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する

事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

（1）重要な会計方針及び見積り

　　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成に当たりましては、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・

費用の報告数値の与える見積り・予測を必要としております。当社は、過去の実績や状況を踏まえ、合理的

と判断される前提に基づき、継続してこの見積り・予測の評価を実施しております。

　

　

（2）財政状態の分析

当事業年度末における資産・負債等の状況は以下のとおりであります。

　①流動資産

　　当事業年度末における流動資産残高は、15,651,752千円（前事業年度末は24,121,537千円）となり、

8,469,785千円減少いたしました。これは上場に伴う資金調達等により現金及び預金が増加（1,724,113千

円から2,955,145千円へ1,231,032千円増）したものの、分別管理信託が大きく減少（22,361,236千円から

12,662,327千円へ9,698,908千円減）したことが大きな要因であります。

　

　②固定資産

　　当事業年度における固定資産残高は、529,421千円（前事業年度末は379,686千円）となり、149,735千円増

加いたしました。これはＭ２Ｊベイスクエア開設等に伴う設備投資等により有形固定資産が増加（104,211

千円から235,375千円へ131,163千円増）したこと等によるものであります。

　

　③流動負債

　　当事業年度における流動負債残高は、12,652,351千円（前事業年度末は22,662,146千円）となり、

10,009,794千円減少いたしました。これは、顧客預り勘定が大きく減少（22,193,338千円から12,415,839千

円へ9,777,499千円減）したことが大きな要因であります。

　

　④固定負債

　　当事業年度末における固定負債残高はありません（前事業年度末111,000千円）。これは第１回、第４回、第

５回無担保転換社債型新株予約権付社債が全て株式に転換されたことによるものであります。
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　⑤純資産

　　当事業年度末における純資産額合計は、3,528,822千円（前事業年度末は1,728,077千円）となり、

1,800,744千円増加いたしました。これは第１回、第４回、第５回無担保転換社債型新株予約権付社債、第２

回無担保新株予約権付社債の新株予約権部分の行使、第２回、第３回、第４回、第６回新株予約権の行使、及

び当社が株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に上場したことに伴う

公募増資等の結果、資本金が696,170千円、資本準備金が696,170千円それぞれ増加したこと、その他有価証

券評価差額金9,871千円減少したものの、利益剰余金460,776千円増加したこと等によるものであります。

　

　

（3）当事業年度の経営成績の分析

　当事業年度における営業収益は、サブプライムローン問題等の影響に伴い前事業年度末に比べて預り証拠金

が減少したものの、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に上場したこ

とで当社の認知度及び社会的信用度が大きく向上したことによる顧客口座数の増加、また、取扱通貨ペア数の

増加及び顧客向け情報提供サービスの充実に伴い顧客の外国為替証拠金取引の拡大等が大きく寄与し、ト

レーディング損益は2,039,083千円（前年同期比15.5％増）、その他営業収益は360千円（前年同期比変わら

ず）となり、営業収益合計で2,039,443千円（前年同期比15.5％増）となりました。

　営業費用においては、全体的に抑制することに努めましたが、地震等の災害時におけるリスク回避等のため

に開設したＭ２Ｊベイスクエア（東京都江東区）の開設に係る費用、上場に係る費用及び人員増加による人

件費増等の影響もあり、販売費及び一般管理費が1,086,551千円（前年同期比33.2％増）となり、営業利益は

952,891千円（前年同期比0.3％増）となりました。

　営業外収益は、定期預金の預入による受取利息等により12,198千円（前年同期比407.7％増）になり、営業外

費用は、上場に伴う公開準備費用や株式交付費等により33,303千円（前年同期比463.2％増）になり、経常利

益は931,786千円（前年同期比1.6％減）となりました。

　特別利益は発生しておらず、特別損失に関しては投資有価証券評価損が11,000千円発生したこと等により、

税引前当期純利益は920,737千円（前年同期比2.7％減）となり、結果、当期純利益は541,452千円（前年同期

比1.1％減）となりました。

　

　

（4）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度の838,443千円から当事業年度の1,662,390千円と

823,947千円増加いたしました。これは、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラク

レス」に上場したことで当社の認知度及び社会的信用度が大きく向上したことによる顧客口座数の増加、ま

た、取扱通貨ペア数の増加及び顧客向け情報提供サービスの充実に伴い顧客の外国為替証拠金取引の拡大等

が営業収益の拡大につながり、税引前当期純利益が920,737千円であったものの、法人税等の支払額549,595千

円による支出により営業活動によるキャッシュ・フローが、402,176千円（前年同期比48.4％減）であったこ

とに加え、定期預金の預入による支出500,000千円などにより投資活動によるキャッシュ・フローが724,211

千円のマイナスになったこと、また、当社の上場時の公募増資による資金調達等を含む株式の発行による

1,227,065千円の収入、配当金の支払額80,676千円の支出等により、財務活動によるキャッシュ・フローが

1,146,389千円になったこと等によります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

　当社では、急速な技術革新やインターネットによる外国為替証拠金取引の増大、並びに急激に拡大する外国

為替証拠金取引業界において、顧客に対してより魅力あるサービス、商品を提供するため、顧客取引システム

のバージョンアップ、社内業務システムの充実・強化、地震等の災害時における本社機能のバックアップ体制

のためのＭ２Ｊベイスクエアの開設等を行った結果、201,584千円の設備投資を実施いたしました。

なお、所要資金につきましては、増資資金及び自己資金を充当いたしました。

　

　

２ 【主要な設備の状況】

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容
帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

建物
工具器具
及び備品

ソフト
ウェア

その他 合計

本社
(東京都千代田区)

本社機能
オンライン取引システム等

50,06634,755 524 940 86,286 38

Ｍ２Ｊ
ベイスクエア
（東京都江東区）

サーバー
オンライン取引システム等

101,94348,61073,353 ― 223,90619

(注) １　上記のほか、当社は本社事務所を賃借しており、年間賃借料は49,401千円であります。

２　金額には消費税等は含まれておりません。

　　　 ３　従業員数には派遣社員１名は含まれておりません。

４　Ｍ２Ｊベイスクエアの「ソフトウェア」には「ソフトウェア仮勘定」32,682千円が含まれております。

　

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の増
加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

本社
（東京都千代田区）

全社共通
ハードウェア（データ
ベース増強、社内システ
ム整備等）

66,000 ― 自己資金及び増資資金
平成20年
６月

平成20年
９月

―

本社
（東京都千代田区）

全社共通

ソフトウェア（顧客向
け取引システム、情報シ
ステム、社内システム及
びネットワーク構築
等）

74,000 ― 自己資金及び増資資金
平成20年
６月

平成21年
３月

―

(注)　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 203,615

計 203,615

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 54,591 54,591

大阪証券取引所
(ニッポン・ニュー
・マーケット－「ヘ
ラクレス」)

―

計 54,591 54,591 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

　

　

第５回新株予約権

（平成17年12月２日開催の臨時株主総会決議）
事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数（個） 5,700 5,700

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,700 5,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000 50,000

新株予約権の行使期間
平成19年12月21日から
平成27年12月１日まで

平成19年12月21日から
平成27年12月１日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　50,000
資本組入額　25,000

発行価格　　50,000
資本組入額　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―
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(注) １　会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。但し、かかる調整は新株予

約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　 ２　時価を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
　

　

調整後

払込価額

　

　

＝

　

　

調整前

払込価額

　

　

×

　

既発行

株式数

　

＋

新規発行または

処分株式数
×
１株当たり払込金額

または処分価額

時　価

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数

　　　　　 また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

　　 　３　権利行使請求期間の最終日が銀行休業日に当たる場合は、その前営業日に最終日を繰り上げる。

 　　　４　新株予約権の行使条件（払込価額及び行使期間を除く）

　　　 　①　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

　　　　 ②　その他の権利行使の条件は、新株予約権割当契約により定める。

　　　 ５　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

　　　　　 なし

　

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(千円)

資本金残高
　

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成15年４月26日
（注１）

500 12,330 7,500 137,450 7,500 42,450

　平成15年６月19日
（注２、13）

1,815 14,145 27,225 164,675 27,225 69,675

　平成15年10月23日
（注３）

1,600 15,745 24,000 188,675 24,000 93,675

　平成15年12月23日
（注４）

1,150 16,895 17,250 205,925 17,250 110,925

　平成16年１月21日
（注５）

1,010 17,905 15,150 221,075 15,150 126,075

　平成16年１月21日
（注６、13）

800 18,705 12,000 233,075 12,000 138,075

　平成16年10月15日
（注７）

1,025 19,730 15,375 248,450 15,375 153,450

　平成16年12月20日
（注８）

1,050 20,780 15,750 264,200 15,750 169,200

　平成17年２月25日
（注９）

2,000 22,780 40,000 304,200 40,000 209,200

　平成17年２月25日
（注10、13）

1,000 23,780 20,000 324,200 20,000 229,200

　平成17年６月20日
（注11）

4,973 28,753 24,865 349,065 24,865 254,065

　平成17年６月21日
（注12）

6,000 34,753 150,000499,065150,000404,065

　平成19年３月16日
（注14）

1,918 36,671 28,770 527,835 28,770 432,835

　平成19年８月９日
（注15）

600 37,271 9,000 536,835 9,000 441,835

　平成19年８月９日
（注16）

400 37,671 6,000 542,835 6,000 447,835

　平成19年８月９日
（注17）

1,800 39,471 27,000 569,835 27,000 474,835

　平成19年８月９日
（注18）

80 39,551 1,200 571,035 1,200 476,035

　平成19年８月９日
（注19）

180 39,731 2,700 573,735 2,700 478,735

　平成19年８月９日
（注20）

30 39,761 600 574,335 600 479,335

　平成19年８月９日
（注21）

8,500 48,261 233,750808,085233,750713,085

　平成19年10月24日
（注22）

4,000 52,261 306,9001,114,985306,9001,019,985

　平成19年11月27日
（注23）

1,200 53,461 92,0701,207,05592,0701,112,055

　平成20年３月３日
（注24）

900 54,361 13,5001,220,55513,5001,125,555

　平成20年３月３日
              （注25）

100 54,461 1,5001,222,0551,5001,127,055

　平成20年３月３日
              （注26）

130 54,591 1,9501,224,0051,9501,129,005

(注) １　有償第三者割当増資

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　太田明、大須賀敏剛　

２　有償第三者割当増資（Ａ種優先株式）

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　Apax Globis Japan Fund, L.P. 、あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合　
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３　有償第三者割当増資

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　T&C Capital, Ltd.

４　有償第三者割当増資

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　㈲啓尚、武藤伸一、藤森昭彦、田中和紀、貴堂素明、萩原実加子、木村由紀、宮里勇賜

５　有償第三者割当増資

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　小倉啓満、古田善香

６　有償第三者割当増資（Ａ種優先株式）

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　三生３号投資事業組合

７　有償第三者割当増資

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　T&C CAPITAL, LTD.　、村田佳之

８　有償第三者割当増資

　発行価格　30,000円、資本組入額　15,000円

　割当先　T&C CAPITAL, LTD.

９　有償第三者割当増資

　発行価格　40,000円、資本組入額　20,000円

　割当先　㈱白井産業、アドマックス㈱、㈱アップコーポレーション、谷川潤一、渡邊悟、飯塚洋、飯塚晃

10　有償第三者割当増資（Ｂ種優先株式）

　発行価格　40,000円、資本組入額　20,000円

　割当先　Apax Globis Japan Fund, L.P. 

11　第１回新株予約権の権利行使

　権利行使価格　10,000円、資本組入額　5,000円

12　有償第三者割当増資

　発行価格　50,000円、資本組入額　25,000円

　割当先　T&C CAPITAL, LTD. 、Apax Globis Japan Fund, L.P. 、あおぞらインベストメント一号投資事業有

限責任組合、野心満々グロースファンド投資事業有限責任組合、三生４号投資事業組合、古田善香、

ビービーエス・ラボ㈱、安田企業投資３号投資事業有限責任組合、野心満々ファンド２号投資事業

有限責任組合、㈱エクソル、芥田俊彦、相葉斉、渡邊悟、西田慎、武藤伸一、橘田昭次、藤森昭彦、菊池

英彦、福田将人、金正浩

13　優先株式の転換

Ａ種優先株式2,615株及びＢ種優先株式1,000株の全てについて、これら優先株式株主からの取得請求に基

づき、平成19年２月６日付にて取得し、同日、普通株式3,615株を交付しております。なお、同日付でＡ種優先株

式2,615株及びＢ種優先株式1,000株の消却を行っているため、発行済株式総数残高、資本金残高及び資本準備

金残高の変動はありません。

交付価額30,000円（Ａ種優先株式）、40,000円（Ｂ種優先株式）

交付先　Apax Globis Japan Fund, L.P. 、あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合、三生３号

投資事業組合　

14　第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

15　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

16　第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

17　第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

18　第２回新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

19　第３回新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

20　第４回新株予約権の権利行使

　権利行使価格　40,000円、資本組入額　20,000円

21　第６回新株予約権の権利行使

　発行価格　55,000円、資本組入額　27,500円
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22　有償一般募集(ブックビルディング方式)

　発行価格　165,000円、引受価額　153,450円、資本組入額　76,725円

23　オーバーアロットメントによる売出しに関連した有償第三者割当増資

　発行価格　153,450円、資本組入額　76,725円

　　　割当先　大和証券エスエムビーシー株式会社

24　第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

25　第２回無担保新株予約権付社債の新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

26　第２回新株予約権の権利行使

　権利行使価格　30,000円、資本組入額　15,000円

 

(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数１株）

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

─ 4 22 60 8 3 3,6233,720 ―

所有株式数
(株)

─ 2,0541,6006,3814,348 25 40,18354,591 ―

所有株式数
の割合(％)

─ 3.76 2.93 11.69 7.96 0.05 73.61 100 ―

　

(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在

　氏名又は名称  住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

山本　久敏 東京都港区 9,558 17.51

相葉　斉 東京都千代田区 3,690 6.76

大椋　正男 東京都新宿区 2,300 4.21

Apax Globis Japan Fund, L.P.
its General Partner Apax
 Globis LLC
常任代理人　東西総合法律事務所　
弁護士　立石　則史

153 East 53rd Street, 53rd Floor,
New York, New York 10022

2,010 3.68

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２-４-６ 1,882 3.45

あおぞらインベストメント一号投
資事業有限責任組合

東京都千代田区九段南１-３-１ 1,767 3.24

T&C CAPITAL, LTD.
常任代理人　株式会社T&Cホール
ディングス

W i n d w a r d  O n e  B u i l d i n g ,
 Safehaven Corporate
Centre, West Bay Road, PO Box 31106,
 SMB,
Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I.

1,410 2.58

渡邊　悟 埼玉県さいたま市南区 1,321 2.42

小倉　啓満 東京都目黒区 1,000 1.83

㈲啓尚企画 東京都目黒区碑文谷３-８-１ 1,000 1.83

計 ― 25,938 47.51

　(注)　前事業年度末現在主要株主であった Apax Globis Japan Fund, L.P. は、当事業年度末では主要株主では

　なくなりました。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在　

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 54,591　 54,591
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 54,591 ― ―

総株主の議決権 ― 54,591 ―

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して新

株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

平成17年12月２日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与

　

決議年月日 平成17年12月２日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役２名、従業員１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況、第５回新株予約権」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　

　

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して新

株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

平成20年６月27日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与

　

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役、従業員
なお、人数等の詳細については定時株主総会以後に開催する取締役会にて
決定する。

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 2,300株を上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 （注）１

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日から平成30年６月26日

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

（注）３

(注) １　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立し

ない日を除く。）の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ
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直近の終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。 

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株

式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　調整後行使価額＝調整前行使価額×────────

　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社

法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、上記の行使価額は、次の算式により調整

されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 

　　

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

２　①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地

　位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年によ

　り退職した場合はこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

　はない。

　　②新株予約権の相続はこれを認めない。

　　③その他権利行使の条件は、平成20年６月27日開催の当社第６回定時株主総会決議及び同総会以後に開催さ

　れる取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めると

　ころによる。

３　①合併（当社が消滅する場合に限る。）

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

　　②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

　　③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

　　④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

　　⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社
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当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に

対して新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

平成20年６月27日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与

　

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役、監査役、従業員 
なお、人数等の詳細については定時株主総会以後に開催する取締役会にて
決定する。

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 700株

新株予約権の行使時の払込金額 １円

新株予約権の行使期間 新株予約権を割り当てる日から30年以内とする　※

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

（注）２

(注) １　①上記※の期間内において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役および従業員の

　いずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から10日間に限り新株予約権

　を行使することができるものとする。

　　②上記①にかかわらず平成50年６月26日に至るまで新株予約権者が権利行使開始を迎えなかった場合には、

　その新株予約権者はその新株予約権の権利を喪失する。

　　③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

　　④その他権利行使の条件は、平成20年６月27日開催の当社第６回定時株主総会決議および同総会以後に開催

　される取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める

　ところによる。

２　①合併（当社が消滅する場合に限る。） 

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

　　②吸収分割 

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

　　③新設分割 

　新設分割により設立する株式会社

　　④株式交換 

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

　　⑤株式移転 

　株式移転により設立する株式会社
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　　会社法第156条に基づく普通株式の取得

区分 株式数（株） 価格の総額（千円）

株主総会（平成20年６月27日）での決議状況
取得期間（平成20年６月28日～平成21年６月27日）

3,000 200,000

当事業年度前における取得自己株式 ─ ─

当事業年度における取得自己株式 ─ ─

残存授権株式の総数及び価格の総額 3,000 200,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 100 100

当期間における取得自己株式 ─ ─

提出日現在の未行使割合（％） 100 100

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　　　　該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと認識しており、配当原資確保のための

収益力を強化し、中長期的な業績動向を考慮に入れながら、各期の業績に応じて配当金額を決定し、長期的

に当社株式を保有して頂く株主の皆様に対する株主還元と短期的な株主還元とのバランスを考慮の上、安

定的な配当を実施していくことを基本方針としております。

さらに、昨今の株主還元重視の経営の必要性をさらに重視し、目標とする配当性向（配当金の総額を当期

純利益で除した割合）を25％程度と明確に位置づけることで株主の皆様に対する利益還元を強化し、今後

も安定的に実施できるよう努める所存であります。

この剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針と考えております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

第６期事業年度の剰余金の配当につきましては、１株当たり2,500円（中間配当はありません）、配当金

総額136,477千円を実施し、上記の配当性向は25.2％となりました。

また、目標とする経営指標として自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視しており、当期純利益の増大は

もちろんのこと、平成20年６月27日に開催した第６回定時株主総会にて決議をおこなった自己株式取得に

よってもＲＯＥの向上を目指し、株主の皆様に対する利益還元を強化して参ります。

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備え、設備投資及び財務基盤安定のために充当

していくこととしております。

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登

録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

　

　（注）基準日が第６期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

平成20年６月27日定時株主総会決議 136,477 2,500
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) ― ― ― ― 300,000

最低(円) ― ― ― ― 62,500

(注)　株価は、大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。

当社株式は、平成19年10月25日から大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に上場さ

れております。それ以前については、該当事項はありません。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 300,000 265,000 229,000 156,000 124,000 93,000

最低(円) 216,000 168,000 147,000 92,700 82,500 62,500

(注)　株価は、大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。

当社株式は、平成19年10月25日から大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に上場さ

れております。それ以前については、該当事項はありません。
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５ 【役員の状況】
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山本　久敏 昭和34年10月８日

昭和57年４月 エース交易㈱入社

注１ 9,558

平成11年１月 ダイワフューチャーズ㈱（現・ひまわりホー

ルディングス㈱）入社　事業開発部長

平成11年11月 トレイダーズ証券㈱（現・トレイダーズホー

ルディングス㈱）入社

平成12年４月 同社　代表取締役社長就任

平成13年６月 イ・システム㈱（現・トレイダーズ投資　

顧問㈱）代表取締役社長

平成14年10月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）

代表取締役
副社長

相葉　斉 昭和38年11月11日

昭和62年４月 ㈱三菱銀行（現・㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）

注１ 3,690

入行

平成９年12月 サンタンデール・セントラル・ヒスパノ

銀行　入行

平成11年９月 ダイワフューチャーズ㈱（現・ひまわりホー

ルディングス㈱）入社

平成11年11月 トレイダーズ証券㈱（現・トレイダーズホー

ルディングス㈱）入社

平成13年６月 同社　取締役就任

平成14年５月 同社　専務取締役就任

平成14年10月 当社設立　代表取締役副社長就任(現任)

取締役
業務管理部
担当

芥田　俊彦 昭和19年12月14日

平成２年７月 大和証券㈱　公開引受部長

注１ 400

平成７年６月 同社　取締役　公開引受副本部長

平成11年４月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱

常務執行役員

平成12年６月 同社　監査役

平成13年６月 つばさ証券㈱（現・三菱UFJ証券㈱）執行役員

平成14年３月 UFJつばさ証券㈱（現・三菱UFJ証券㈱）　

常務執行役員

平成17年３月 ㈱メディアグローバルリンクス　監査役

平成17年３月 ㈱ライブレボリューション　監査役

平成17年６月 当社　監査役就任

平成18年２月 当社　取締役就任 業務管理部担当（現任）

取締役
総合企画部
部長

藤森　昭彦 昭和33年５月29日

昭和57年４月 エース交易㈱入社

注１ 110

平成12年３月 トレイダーズ証券㈱（現・トレイダーズホー

ルディングス㈱）入社

平成15年１月 当社　入社

平成18年１月 当社　総合企画部長（現任）

平成20年６月 当社　取締役就任（現任）

常勤監査役 菱倉　明彦 昭和11年10月13日

平成４年６月 東邦アセチレン㈱　取締役

注２ ３

平成７年３月 同社　取締役経営管理部長

平成９年６月 同社　監査役

平成18年４月 当社　顧問

平成18年６月 当社　監査役就任（現任）

監査役 長尾　隆史 昭和33年９月12日

昭和60年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

注２ 20

昭和60年４月 さくら共同法律事務所

平成４年９月 米津合同法律事務所

平成８年６月 長尾法律事務所　設立　（現任）

平成18年２月 当社　監査役就任（現任）

監査役 古田　善香 昭和17年12月10日

昭和55年７月 国税庁直税部審理課審理第１係長

注２ 310

平成２年７月 大蔵省主税局総務課主税調査官

平成７年７月 国税不服審判所国税審判官

平成11年７月 東京国税局課税第一部次長

平成12年７月 京橋税務署長

平成13年８月 古田善香税理士事務所開業（現任）

平成15年６月 フィールズ㈱監査役（現任）

平成19年２月 当社　監査役就任（現任）

計 14,091

(注) １　平成20年６月27日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時まで。
２　平成19年２月15日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時まで。
３　監査役菱倉明彦、長尾隆史、古田善香は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「企業は株主、顧客、従業員、関連企業などのステークホルダーがそれぞれの目的を達成するため

に関わっており、全てのステークホルダーが共存共栄し、発展していくために最大限に努めるものであ

る。」という考えに基づき、透明性、公平性、スピード、グローバル、そして株主重視の経営姿勢を強く意識し

たコーポレート・ガバナンスを推進して参りたいと考えております。また、当社は外国為替証拠金取引業務

を主業務に行う金融機関として、更なる業容拡大及び企業価値向上の観点から、リスク管理体制の強化、内

部統制システムの構築、企業倫理及びコンプライアンスの徹底を図ることを課題と認識し、ディスクロー

ジャー及びアカウンタビリティーの充実に注力して、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させること

が経営上最重要の課題の一つであると考えております。

　
(2)　会社の機関の内容

当社の経営上の意思決定、業務執行、監督、内部統制に係わる経営管理組織及びコーポレート・ガバナン

ス体制の状況は次のとおりです。

①　取締役会

当社の取締役会は経営上の最高意思決定機関である株主総会にて選任された取締役４名で構成され、監

査役３名の出席のもと、定例取締役会を毎月１度、その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会では、取締役会規程で決められた事項に基づき、重要事項の決定（経営方針、経営計画、事業計画、

重要な財産の取得及び処分等）及び業務執行状況の監督を行っており、少人数で迅速な意思決定が可能な

体制のもと効率的な運営を実施しております。

②　監査役会

当社の監査役会は３名（常勤監査役１名）で構成され、常勤監査役を含め、監査役全員が社外監査役であ

ります。監査役会は原則として、毎月１回開催しており、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基

づき、取締役会や他の重要な経営会議に出席し、取締役への意見聴取、会社財産の調査、資料及び重要な決裁

書類の閲覧、内部監査部門員等との意見交換、報告聴取等を通して、業務監査並びに会計監査について取締

役の職務遂行を監査しております。また、会計監査人から監査方針及び監査計画等を聴取し、監査の結果に

ついて随時報告もしくは説明を受ける等を行い、会計監査人と相互連携を図っております。

③　内部監査室

当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室が担当いたします。内部監査室長を１名配備し、内部監査規程

に基づく各業務執行部門に対する監査を定期的に行っております。

④　経営会議

当社は経営会議に準ずる位置づけの会議体として、経営連絡会、営業戦略会議、責任者会議の３つの会議

体を開催しております。経営連絡会は取締役、業務管理部長で構成され、オブザーバーとして常勤監査役も

毎回出席し、原則として毎週月曜日に開催しております。内容は取締役会において決定された経営方針等に

基づいて、業務執行に関する重要事項の報告、検討及び決議を行い、より具体的な事業運営に関する討議も

実施しております。また、責任者会議において議論された立案事項についての協議、または取締役会付議事

項の事前審議等も行っており、一定の業務執行に係る意思決定を行っております。

営業戦略会議は取締役、各事業部責任者で構成され、同じくオブザーバーとして常勤監査役及び内部監査

室長も毎回出席し、原則として毎月第２営業日に開催しております。内容は業務執行に関する重要事項の説

明を行った上で、各事業部からの現状報告、業務推進状況の報告が行われ、主にその月の当社の営業戦略に

ついて議論いたします。

責任者会議は各事業部責任者で構成され、オブザーバーとして内部監査室長も毎回出席し、原則として毎

週金曜日に開催しております。内容は部署間のコミュニケーションを図り、現状や業務進捗の詳細な説明と

ともに、部署間での業務の調整、連携や討議を行い、経営連絡会への立案の審議も行っております。
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⑤　弁護士、監査法人

重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象等については、随時外部の法律アドバイザーに相談

して検討を行っております。

　

以上、当社の経営上の意思決定、業務執行、監督、内部統制に係る経営管理組織及びコーポレート・ガバナ

ンス体制の状況を図に表すと、以下のようになっております。
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(3)　内部統制システムの整備状況

当社は、平成18年５月１日より施行された会社法に則り社内整備の強化及び明文化を目的に平成18年５

月16日に開催した取締役会において内部統制システムに関する基本方針を決議いたしました。その概略は

以下のとおりであります。

１．役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業

　　　務の適正を確保するための体制の整備

当社は以下に掲げるコンプライアンス・ポリシーを役職員が職務の執行及び定款を遵守するたの倫理行

動規範として定め、関係諸法令や諸規程の遵守に努めます。また、コンプライアンス・ポリシーを実践する

ための基本原則となるコンプライアンス・マニュアルをはじめ、コンプライアンスに関する諸法令や諸規

程を遵守するため、コンプライアンスに関する研修等を行い業務の適正を確保するための体制の整備を図

ります。また、コンプライアンス・マニュアルに定めたコンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報

のため、顧問弁護士をはじめとするコンプライアンス部門に相談窓口を設置し、通報者の保護を徹底した内

部通報制度を運用しております。

また、内部監査室及び監査役が役職員のコンプライアンス状況、職務分掌、業務フロー等の監査を行い、取

締役会及び監査役会に報告することにより業務の適正を確保することとする。

コンプライアンス・ポリシー

・私たちは、外国為替市場の担い手として、また、金融機関としての社会的責任と公共的使命を

　　強く認識し、健全な業務を行います。

・私たちは、役職員一人ひとりが職業人として社会から信頼される常識と倫理感覚を常に保持で　

　　きるよう、不断の研鑽に努めます。

・私たちは、株主及びお客様をはじめとするステークホルダーの最大の利益及び市場の健全性を

　　図るため、関係諸法令の文言はもちろん、その立法趣旨と精神に配慮し、遵守していきます。

・私たちは、反社会的勢力に対し、断固とした姿勢で臨みます。

・私たちは、自己責任原則に則り、自らの自浄作用を最大限発揮できるための内部管理体制の強

　　化に努めます。

・私たちは、コンプライアンスに反する行為に対しては厳しく対応します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役の職務の執行に係る情報の保存及

び管理について、文書管理規程で定められた期間や方法により文書管理を行うこととする。また、取締役及

び監査役は必要に応じてこれらの文書を閲覧できることとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の業務執行に係るリスクについて、リスク管理規程及び危機管理規程に従い適切に対処することと

する。リスクごとに担当部署を定め、担当部署を統括する取締役はリスク管理や対応策の作成、見直しを図

るとともに、他の部署の業務執行に係るリスクについての認識を深めるための研修等を行い、全社的なリス

ク管理体制を構築することとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月１回定期に開催し、必要に

応じて適宜取締役会を開催することとする。また、取締役会において定められた経営計画を達成するため、

取締役の職務分掌に基づき、職務権限と担当業務を明確にし、業務の執行を行わせることとする。

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する

　　　ための体制

当社が企業集団を形成した場合においては、関係する社内規程を整備するとともに、内部監査室、監査役

による企業集団における業務のコンプライアンス及び効率化、適正化についての監査を実施し、その結果に

ついて取締役会に報告することにより業務の適正を確保することとする。
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６．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

　　　る事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役会は、内部監査室に属する職員を補助すべき使用人として監査業務に必要な事項を命令できるも

のとし、監査役会より当該命令を受けた使用人については当該命令について取締役等の指揮命令は受けな

いものとする。

７．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する事項

取締役及び使用人は監査役会に対して、法定の事項、経営面等で重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実

施状況及び監査役会の要請による事項等についてすみやかに報告することとし、原則として監査役会に対

する報告として定期及び臨時の取締役会で報告及び意見交換を行うこととする。また、会計監査人より会計

監査の結果についての報告を受けるとともに会計監査人との情報の交換を行う等連携を図ることとする。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役監査規程に則り監査役監査を行うことと

する。また、会計監査人より会計監査の結果について報告を受けるとともに、監査役監査、会計監査の結果等

について監査役は取締役及び使用人に対して公平不偏の立場から意見の表明、改善提案等を行うことがで

きることとする。

　

また、上記の「内部統制システムに関する基本方針」に則り、財務報告に係る内部統制を組織内の全社的

なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施するため、「財務報告に係る内部統制構築のガイドライ

ン」を定めております。その概略は以下のとおりとなっております。

・内部統制構築の基本

正確で信頼性のある財務報告を目指すことに努め、適切な社内制度の設計・運用・人材の確保・配置・

見直しを行い、社員に対する権限と責任の委任は適切な範囲に限定しかつ明確にすることとしております。

・リスク対応

リスク評価の正確性を期すため、適切な階層の人材投与を行うこととしております。また、信頼性ある財

務報告作成に重要な影響を及ぼす変化が発生した場合、リスク再評価の仕組みを設定し適切な対応を図る

こととし、不正に関するリスクについては、動機・原因・背景等を踏まえ、適切にリスク評価を行うことと

しております。

・統制の確保

諸リスクを軽減する統制活動を確保するため、業務プロセス単位の対策強化を徹底し、統制活動につい

て、全社的な職務権限規程や個々の業務手順の整備を行うこととしております。また、統制活動の妥当性に

ついて、定期的検証を実施することとしております。

・情報及び伝達の体制整備

本ガイドラインが全役職員に徹底される体制の整備、会計及び財務に関する情報が関連業務プロセスか

ら情報システムに適切に伝達される体制の整備、内部統制に関する重要な情報が経営者及び組織内管理者

に円滑に伝達される体制の整備を図ることとしております。また、経営者、取締役会、監査役及びその他の関

係者の間で、情報が適切に伝達・共有される仕組みを強化することとしております。さらに、内部通報制度

を活用した通常の報告経路から独立した伝達経路が利用できる体制の整備を図ることとしております。

・ＩＴによる統制

信頼性のある財務報告の作成に対するリスク低減に資するため、ＩＴを用いた統制の利用領域の拡大を

強化し、ＩＴに係る全般統制及びＩＴに係る業務処理体制の整備を図ることとしております。

・その他

日常的及び独立的モニタリングの有効性を意識し、モニタリングがそれぞれの業務活動に適切に組み込

まれるよう体制の整備を図ることとしております。
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当社は社内規程及びそれらに付随する各種方針（ポリシー）を整備しており、全役職員がルールに則り

適正に業務を遂行しております。また、社長直轄の内部監査室を設置し、内部牽制機能を強化し、内部監査計

画に基づいた全ての部署に対する内部監査を実施しております。実施した内容については、内部監査報告書

にて代表取締役社長に報告し、取締役会及び各会議体に報告しており、問題がある場合には、内部監査室よ

り改善指導を行っております。重要な問題や全社的な問題に該当する場合には代表取締役社長の指示を受

けて改善命令を行い、改善報告書の提出を求めるなど、改善状況のチェックを随時行う体制をとっておりま

す。さらに内部監査室は監査役、会計監査人とも連携しつつ、必要に応じて情報や意見交換を行い、より質の

高い内部監査を実施できるように努め、内部牽制機能が十分機能した組織を確立するよう努めております。

また、当社は役職員の倫理行動規範として、コンプライアンス・ポリシーを定めて当社ホームページ上に

て公開するとともに、コンプライアンス部門を設置してコンプライアンスの実践に努めております。

　

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社は、コンプライアンス・ポリシーにおいて、反社会的勢力に対し、断固とした姿勢で臨むことを基本

方針としており、これを当社のホームページ上で開示しております。また、コンプライアンス・マニュアル

の中で、マネーロンダリングの防止、反社会的勢力との対決、当局への報告・捜査協力、金融機関の社会的責

任の項目を定め、反社会的勢力に対して断固とした姿勢で対応し、反社会的勢力との一切の関係を排除し、

常に金融機関の公共的責任と社会に対する影響力を自覚した行動をとらなければならないとしておりま

す。

具体的な取組みとしては、取引前に専門機関や専門調査データ等による個別調査を実施し、徹底した事前

の排除に努めております。また、万が一、反社会的勢力との関係が生じた場合や疑いがある場合等について

は、当局に報告し、捜査にも全面的に協力していく体制を整えております。さらに、外国為替取引約諾書にお

いて、顧客が反社会的勢力に該当もしくは疑わしいと判断した場合に、当社側から顧客に解約を通告できる

旨を明文化しており、取引開始後の関係遮断のための体制も構築しております。

　

　　(4)　内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　内部監査及び監査役監査に会計監査を加えた３つの監査機能は、財務報告に対する信頼性向上のため、必

要に応じて会合を設け、それぞれの監査結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査及び

適宜連携し必要な助言を受け、適正な会計処理及び透明な経営確保に努めております。

　

 ①　内部監査

　　当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室が担当いたします。内部監査室責任者１名が、内部

監査規程に基づき事業年度毎に作成する内部監査計画を策定し、定期的に各部門の業務遂行状況について、

内部監査通知～監査実施～被監査部門との事実確認～結果分析～内部監査報告～指摘事項の改善指導～

フォローアップ監査の手順で実施し、各部門の日々の業務が法令・会社の諸規則等に準拠して遂行されて

いるかを監査するとともに、実施した内容について内部監査報告書にて代表取締役社長に報告し、取締役

会、監査役会及び各会議体にも報告しております。問題がある場合には、内部監査室より業務改善、効率性向

上のための必要な助言や改善指導を行い、重要な問題や全社的な問題に該当する場合には代表取締役社長

の指示を受けて改善命令を行い、改善報告書の提出を求めるなど、改善状況のチェックを随時行う体制を

とっております。また、財務報告に関わる内部統制の有効性の状況についても検証を行っております。その

他、随時必要に応じて臨時の内部監査を実施し、定期的な内部監査時以外の運用状況についても検証を行っ

ております。そして、それぞれの監査結果については代表取締役社長、各監査役、取締役会及び各会議体に報

告しております。今後は、会社の業務、財産の状況、法令遵守及びコンプライアンス状況に関し検査の徹底を

図り、内部牽制機能が十分機能した組織の確立に努めて参ります。
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 ②　監査役監査

　　当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は３名（常勤監査役１名）で構成され、常勤監査役を含

め、監査役全員が社外監査役であります。監査役会は原則として、毎月１回開催しており、監査役会で策定さ

れた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や他の重要な経営会議に出席し、取締役への意見聴取、会社

財産の調査、資料及び重要な決裁書類の閲覧、内部監査部門員等との意見交換、報告聴取等を通して、業務監

査並びに会計監査について取締役の職務遂行を監査しております。また、会計監査人から監査方針及び監査

計画等を聴取し、監査の結果について随時報告もしくは説明を受ける等を行い、会計監査人と相互連携を

図っております。

 ③　会計監査

　　当社は、会計監査人としてあずさ監査法人を選任しており、下記の公認会計士により監査業務が執行されて

おります。

　・業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

　　　指定社員　業務執行社員　：　筆  野      力　（あずさ監査法人）

　　　指定社員　業務執行社員　：　宮      直  仁　（あずさ監査法人）

　　　※継続監査年数については、全員７年以下であるため、記載をしておりません。

　・監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　３名

　　その他　　　４名

　
　　(5)　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係、その他利

　　害関係の概要

　　現在、当社は社外取締役を選任しておりません。

　
　　(6)　リスク管理体制の整備の状況

　　当社は当社事業に関するリスクについて、①市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク、②シス

テムリスク、事務リスク、③その他のリスク（法務リスク、レピュテーションリスク等）の３つに分類して

おります。これらリスクについて、当社は法令等の遵守及び社内ルールの遵守を基本にリスク管理規程及び

危機管理規程等に基づいて、会社機関と内部統制システムを一層充実させ、それぞれのリスク毎に対応を整

備し、リスクの種類と所在を明確化した上で管理する体制としております。また、当社の内部管理統括責任

者がリスク全般の管理統括を行っております。リスクに関する重要事項の審議決定については、取締役会が

リスク全般に関して報告を受けることにより急激な環境変化等に機動的に対応しております。

　
　　(7)　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　　当社は、毎月１回の定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催いたしました。取締役会には、

監査役が毎回出席し意見を述べております。また、コンプライアンスを徹底するための勉強会や個人情報保

護の徹底を行うための勉強会、また、広域災害発生時等の危機管理のための社内連絡体制の構築を行いまし

た。
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　　(8)　役員報酬の内容

　　第６期事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

　

　　取締役に支払った報酬： 80,500千円（うち社外取締役：　 ― 千円）

　　監査役に支払った報酬： 12,000千円（うち社外監査役：12,000千円）

　――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　計　　　　　   92,500千円

　
　　(9)　監査報酬の内容

　　第６期事業年度における当社の監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであります。

　　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬（注）１：15,000千円

　　上記以外の報酬（注）２　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 5,200千円

　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　20,200千円

　
　

　　　　（注）１　当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

　　　　　　　　　に基づく監査との報酬等の額を明確に区分しておりませんので、公認会計士法第

　　　　　　　　　２条第１項の業務に係る報酬等の額についてはこれらの合計額を記載しており

　　　　　　　　　ます。

　　　 ２  当社は、監査法人に対し、以下の業務を委託し報酬を支払っております。

　　　　 　　①「外為証拠金分別管理信託」にかかる証拠金残高に関し、監査法人と当社との間

　　　　 　で合意した手続き

　　 　　　②コンフォートレター作成業務

　　 　　　③財務報告に係る内部統制の評価作業に関する専門的助言業務

　

　　(10)　定款で定める取締役の定数及び取締役の選解任の決議要件

①　定款で定める取締役の定数

当社の取締役は４名以内とする旨を定款で定めております。

②　取締役の選解任の決議要件

　  当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。

　

　　(11)　責任限定契約の内容の概要

　　当社は、定款において、取締役会の決議をもって、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役

であった者を含む。）の当社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができるとしてお

り、また、社外取締役及び社外監査役との間においても、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結す

ることができるとしております。取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割

を発揮できるようにするためには、責任を限定する必要があるとの判断から導入しております。また、監査

役についても同様に、その能力を十分に発揮し、期待される役割を発揮できるようにするためには、責任を

限定する必要があるとの判断から導入しております。社外取締役及び社外監査役については、外部から人を

迎え入れるということもあり、社外取締役及び社外監査役として優秀な人材を確保するためには責任を限

定する必要があるとの判断から導入しております。
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　　(12)　自己株式取得の決定機関

　　当社は経営環境の変化等に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とし、資本効率の向上を通じて株主へ

の利益還元をはかるため、平成20年６月27日開催した第６回定時総会において会社法第156条に基づく自己

株式の取得を行える旨決議を行っております。また、同日開催の定時株主総会において、会社法第165条第２

項の規定により取締役会決議をもって自己株式の取得を行えるよう、定款の一部変更を行っております。

　

　　(13)　中間配当の決定機関

　　当社は会社法第454条第５項に定める剰余金の配当等の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の

決議により定める旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主へ

の機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

　

　　(14)　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で

定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営

を行うことを目的とするものであります。

EDINET提出書類

株式会社マネースクウェア・ジャパン(E03749)

有価証券報告書

49/91



第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。

　

２　監査証明について

当社は、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は証券取引法第193条の２の規定に

基づき、また当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は金融商品取引法第193条の２第

１項の規定に基づき、それぞれ財務諸表についてあずさ監査法人の監査を受けております。

なお、前事業年度に係る監査報告書は、平成19年９月21日に提出した有価証券届出書に添付されたものを

利用しております。

　

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。
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１【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,724,113 2,955,145

　２　分別管理信託 ※１ 22,361,236 12,662,327

　３　前払費用 10,672 18,346

　４　繰延税金資産 25,516 14,869

　５　その他 ― 1,063

　　流動資産合計 24,121,53798.5 15,651,75296.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 62,582 171,210

　　　　減価償却累計額 △7,104 55,478 △19,200152,009

　　(2) 工具器具及び備品 78,910 138,365

　　　　減価償却累計額 △30,177 48,733 △55,000 83,365

　　有形固定資産合計 104,2110.4 235,3751.5

　２　無形固定資産

　　(1) ソフトウェア 60,008 41,195

　　(2) ソフトウェア仮勘定 ─ 32,682

　　(3) その他 957 940

　　無形固定資産合計 60,9660.2 74,8180.5

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 153,374 125,730

　　(2) 長期前払費用 681 1,283

　　(3) 差入保証金 56,597 79,152

　　(4) 繰延税金資産 3,680 18,226

　　(5) その他 174 246

　　 　 投資損失引当金 ─ △5,410

　　投資その他の資産合計 214,5080.9 219,2271.3

　　固定資産合計 379,6861.5 529,4213.3

　　資産合計 24,501,224100.0 16,181,174100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　未払金 87,715 55,885

　２　未払法人税等 346,266 175,224

　３　顧客預り勘定 ※２ 22,193,338 12,415,839

　４　役員賞与引当金 30,000 ─

　５　その他 4,826 5,402

　　　流動負債合計 22,662,14692.5 12,652,35178.2

Ⅱ　固定負債

　１　新株予約権付社債 111,000 ─

　　　固定負債合計 111,0000.4 ─ ─

　　　負債合計 22,773,14692.9 12,652,35178.2

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 527,8352.2 1,224,0057.5

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 432,835 1,129,005

　　　　資本剰余金合計 432,8351.8 1,129,0057.0

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 720,534 1,181,310

　　　　利益剰余金合計 720,5342.9 1,181,3107.3

　　　株主資本合計 1,681,2046.9 3,534,32021.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

4,373 △5,498

　　　評価・換算差額等合計 4,3730.0 △5,498△0.0

Ⅲ　新株予約権 42,5000.2 ─ ─

　　　純資産合計 1,728,0777.1 3,528,82221.8

　　　負債純資産合計 24,501,224100.0 16,181,174100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益

　１　トレーディング損益 1,765,184 2,039,083

　２　その他 360 1,765,544100.0 360 2,039,443100.0

Ⅱ　営業費用

　１　販売費及び一般管理費 ※１ 815,51846.2 1,086,55153.3

　　　営業利益 950,02553.8 952,89146.7

Ⅲ　営業外収益

　１　受取利息 2,099 12,156

　２　その他 303 2,4020.1 42 12,1980.6

 Ⅳ　営業外費用

　１　支払利息 179 347

　２　社債利息 5,490 1,865

　３　株式交付費 241 11,774

　４　公開準備費用 ─ 13,906

　５　投資損失引当金繰入額 ─ 5,410

　６　その他 1 5,9130.3 ─ 33,3031.6

　　　経常利益 946,51553.6 931,78645.7

 Ⅴ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※２ ― 49

　２　投資有価証券評価損 ― ― ― 11,000 11,0490.6

　　　税引前当期純利益 946,51553.6 920,73745.1

　　　法人税、住民税及び事業
　　　税

413,620 376,411

　　　法人税等調整額 △14,403399,21622.6 2,873 379,28518.6

　　　当期純利益 547,29831.0 541,45226.5
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 499,065 404,065 203,235 1,106,365

事業年度中の変動額

　新株の発行（千円） 87,995 87,995 ― 175,990

　役員賞与（千円）　（注） ― ― △30,000 △30,000

　当期純利益（千円） ― ― 547,298 547,298

　自己株式の取得及び処分（千円） △59,225 △59,225 ― △118,450

　株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)　（千円）

― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) 28,770 28,770 517,298 574,838

平成19年３月31日残高(千円) 527,835 432,835 720,534 1,681,204

　

　

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) 1,689 42,500 1,150,555

事業年度中の変動額

　新株の発行（千円） ― ― 175,990

　役員賞与（千円）　（注） ― ― △30,000

　当期純利益（千円） ― ― 547,298

　自己株式の取得及び処分（千円） ― ― △118,450

　株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)　（千円）

2,683 ― 2,683

事業年度中の変動額合計(千円) 2,683 ― 577,522

平成19年３月31日残高(千円) 4,373 42,500 1,728,077

(注）役員賞与は、平成18年６月に開催した定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 527,835 432,835 720,534 1,681,204

事業年度中の変動額

　新株の発行（千円） 696,170 696,170 ─ 1,392,340

　剰余金の配当（千円） ─ ─ △80,676 △80,676

　当期純利益（千円） ─ ─ 541,452 541,452

　株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)　（千円）

─ ─ ─ ─

事業年度中の変動額合計(千円) 696,170 696,170 460,776 1,853,116

平成20年３月31日残高(千円) 1,224,005 1,129,005 1,181,310 3,534,320

　

　

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) 4,373 42,500 1,728,077

事業年度中の変動額

　新株の発行（千円） ─ ─ 1,392,340

　剰余金の配当（千円） ─ ─ △80,676

　当期純利益（千円） ─ ─ 541,452

　株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)　（千円）

△9,871 △42,500 △52,371

事業年度中の変動額合計(千円) △9,871 △42,500 1,800,744

平成20年３月31日残高(千円) △5,498 ─ 3,528,822
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税引前当期純利益 946,515 920,737

　２　減価償却費 44,366 56,520

　３　株式交付費 241 11,774

　４　役員賞与引当金の増減額（△は減少） 30,000 △30,000

　５　投資損失引当金の増減額 ― 5,410

　６　受取利息 △2,099 △12,156

　７　支払利息及び社債利息 5,670 2,212

　８　為替差損益 △17 406

　９　固定資産除却損 ― 49

　10　投資有価証券評価損 ― 11,000

　11　分別管理信託の増減額（△は増加） △8,952,050 9,791,823

　12　前払費用の増減額（△は増加） 1,715 △7,674

　13　未払金の増減額（△は減少） 18,299 △31,104

　14　顧客預り勘定の増減額（△は減少） 8,937,129 △9,777,499

　15　役員賞与の支払額 △30,000 ―

　16　その他 2,652 2,115

　　　　小計 1,002,423 943,616

　17　利息の受取額 2,099 11,093

　18　利息の支払額 △6,012 △2,937

　19　法人税等の支払額 △218,644 △549,595

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 779,865 402,176

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　定期預金の預入による支出 △1,000,000 △500,000

　２　投資有価証券の取得による支出 △45,000 ―

　３　有形固定資産の取得による支出 △21,784 △168,424

　４　無形固定資産の取得による支出 △9,766 △33,159

　５　差入保証金の差入による支出 △452 △23,617

　６　差入保証金の回収による収入 746 1,063

　７　その他 △64 △72

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,076,321 △724,211
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入による増加 200,000 300,000

　２　短期借入金の返済による減少 △200,000 △300,000

　３　株式の発行による収入 ― 1,227,065

　４　株式の発行による支出 △241 ─

　５　配当金の支払額 ― △80,676

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △241 1,146,389

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 17 △406

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △296,679 823,947

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,135,123 838,443

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 838,443 1,662,390
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重要な会計方針

　

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　分別管理信託の評価基準

及び評価方法

時価法を採用しております。

　

　

同　左

２　デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法を採用しております。

　

　

同　左

３　有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

・時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

　

その他有価証券

・時価のあるもの

同　左

 

・時価のないもの

同　左

４　固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

但し、建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

・　建　　　　　  物：８～15年

・　工具器具及び備品：４～20年

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

但し、建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

・　建　　　　　　物：３～15年

・　工具器具及び備品：３～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

　

(2) 無形固定資産

同　左

５　繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

　

株式交付費

同　左

　

６　引当金の計上基準 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

役員賞与引当金 

　役員に対する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

投資損失引当金 

　投資に係る損失に備えるため、被投資

会社の財政状態等を勘案し、損失負担

見込額を計上しております。　　　　　　　　　

　　

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

　

同　左
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

８　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同　左

９　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

また、控除対象外消費税等は、発　　　

生事業年度の費用として処理しており

ます。

　

同　左

　

会計方針の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,685,577千

円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度末にお

ける貸借対照表の純資産の部については改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

　

有形固定資産の減価償却の方法

当事業年度より、法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に規

定する減価償却方法に変更しております。

なお、この変更により、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益がそれぞれ3,526千円減少しております。

役員賞与に関する会計基準

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しておりま

す。

これにより、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が

それぞれ30,000千円減少しております。

　

　

表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い

当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実

務対応報告第19号）を適用しております。

　なお、前事業年度において、損益計算書の営業外費用の

内訳として表示していた「新株発行費」は、当事業年度

から「株式交付費」として表示しております。

　また、前事業年度において、営業活動によるキャッシュ

・フローの内訳として表示していた「新株発行費」は、

当事業年度から「株式交付費」として表示しておりま

す。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

※１　分別管理信託

外国為替証拠金取引に係る顧客から受け入れた取

引証拠金等を分別保管するため、信託銀行と外為

証拠金分別管理信託契約を締結しております。

※１　　　　　　　　　同　左

※２　顧客預り勘定

顧客との外国為替証拠金取引により発生するもの

であり、顧客から受け入れた取引証拠金に顧客の

損益を含めた残高で表示しております。

なお、顧客預り勘定の内訳は下記のとおりであり

ます。

　

預り証拠金 24,365,488千円

確定損益未受渡分 124,556千円

未決済残高評価損益 △2,296,705千円

顧客預り勘定　合計 22,193,338千円

　

※２　顧客預り勘定

顧客との外国為替証拠金取引により発生するもの

であり、顧客から受け入れた取引証拠金に顧客の

損益を含めた残高で表示しております。

なお、顧客預り勘定の内訳は下記のとおりであり

ます。

　

預り証拠金 20,929,689千円

確定損益未受渡分 △26,000千円

未決済残高評価損益 △8,487,849千円

顧客預り勘定　合計 12,415,839千円

　

　

(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は54％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は46％であ

ります。

主な内訳は次のとおりであります。

役員報酬 74,958千円

役員賞与引当金繰入額 30,000千円

給与手当 180,834千円

広告宣伝費 94,279千円

減価償却費 44,366千円

支払報酬 64,919千円

地代家賃 67,584千円

　

※２　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は55％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は45％であ

ります。

主な内訳は次のとおりであります。

役員報酬 92,500千円

給与手当 249,631千円

広告宣伝費 199,601千円

減価償却費 56,520千円

支払報酬 78,085千円

地代家賃 85,123千円

　

※２　固定資産除却損

固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。

工具器具及び備品　　　　　　　　　　49千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項
　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 31,138 5,533 ― 36,671

Ａ種優先株式(株) 2,615 ― 2,615 ―

Ｂ種優先株式(株) 1,000 ― 1,000 ―

合計(株) 34,753 5,533 3,615 36,671

（変動事由の概要）

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

・平成19年２月６日付にてＡ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P.、 三生

３号投資事業組合、あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合から、それぞれＡ種優先株式の取得請求が行

われ、同日付で普通株式2,615株を交付しております。

・平成19年２月６日付にてＢ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P. から、

Ｂ種優先株式の取得請求が行われ、同日付で普通株式1,000株を交付しております。

・平成19年３月16日付にて第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債権者である Apax Globis Japan Fund, L.P.

から早期一括償還による新株予約権行使請求及び転換請求が行われ、同日付で普通株式1,918株を交付しております。

　

２　自己株式に関する事項
　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

Ａ種優先株式(株) ― 2,615 2,615 ―

Ｂ種優先株式(株) ― 1,000 1,000 ―

合計（株） ― 3,615 3,615 ―

（変動事由の概要）

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

・平成19年２月６日付にてＡ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P.、 三生

３号投資事業組合、あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合から、それぞれＡ種優先株式の取得請求が行

われ、同日付でＡ種優先株式2,615株を取得し、同時に消却を行っております。

・平成19年２月６日付にてＢ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P. から、

Ｂ種優先株式の取得請求が行われ、同日付でＢ種優先株式1,000株を取得し、同時に消却を行っております。
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３　新株予約権等に関する事項
　

新株予約権の内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業年

度末残高

(千円)

摘要前事業

年度末
増加 減少

当事業

年度末

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債
普通株式 600 ― ― 600 ―

第２回無担保新株予約権付社債 普通株式 100 ― ― 100 ―

第３回無担保転換社債型

新株予約権付社債
普通株式 1,918 ― 1,918 ─ ― (注)２

第４回無担保転換社債型

新株予約権付社債
普通株式 1,300 ― ― 1,300 ―

第５回無担保転換社債型

新株予約権付社債
普通株式 1,800 ― ― 1,800 ―

第２回新株予約権 普通株式 210 ― ― 210 ―

第３回新株予約権 普通株式 180 ― ― 180 ―

第４回新株予約権 普通株式 30 ― ― 30 ―

第５回新株予約権(ストック・

オプションとしての新株予約権)
普通株式 5,700 ― ― 5,700 ― (注)３

第６回新株予約権 普通株式 8,500 ― ― 8,50042,500

合計 20,338 ― 1,91818,42042,500

(注) １　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

　　 ２　目的となる株式の数の変動理由

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は社債権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平

成19年３月16日付にて早期一括償還による新株予約権行使請求及び転換請求が行われ、同日付で新株予約権

1,918株全ての行使が行われたことによるものであります。

３　第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 80,6762,200.00平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項
　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,671 17,920 ─ 54,591

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

・平成19年８月９日付　　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加600株

・平成19年８月９日付　　第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加400株

・平成19年８月９日付　　第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加1,800株

・平成19年８月９日付　　第２回新株予約権の権利行使による増加80株

・平成19年８月９日付　　第３回新株予約権の権利行使による増加180株

・平成19年８月９日付　　第４回新株予約権の権利行使による増加30株

・平成19年８月９日付　　第６回新株予約権の権利行使による増加8,500株

・平成19年10月24日付　　公募による新株式発行による増加4,000株

・平成19年11月27日付　　第三者割当による新株式発行による増加1,200株

・平成20年３月３日付　　第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加900株

・平成20年３月３日付　　第２回無担保新株予約権付社債の新株予約権部分の権利行使による増加100株

・平成20年３月３日付　　第２回新株予約権の権利行使による増加130株

　

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項
　

新株予約権の内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業年

度末残高

(千円)

摘要前事業

年度末
増加 減少

当事業

年度末

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債
普通株式 600 ― 600 ― ― (注)２

第２回無担保新株予約権付社債 普通株式 100 ― 100 ― ― (注)２

第４回無担保転換社債型

新株予約権付社債
普通株式 1,300 ― 1,300 ― ― (注)２

第５回無担保転換社債型

新株予約権付社債
普通株式 1,800 ― 1,800 ― ― (注)２

第２回新株予約権 普通株式 210 ― 210 ― ― (注)２

第３回新株予約権 普通株式 180 ― 180 ― ― (注)２

第４回新株予約権 普通株式 30 ― 30 ― ― (注)２

第５回新株予約権(ストック・

オプションとしての新株予約権)
普通株式 5,700 ― ― 5,700 ―

第６回新株予約権 普通株式 8,500 ― 8,500 ― ― (注)２

合計 18,420 ─ 12,7205,700 ―

(注) １　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。
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２　目的となる株式の数の変動理由

　　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は社債権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成

19年８月９日付にて早期一括償還による新株予約権行使請求及び転換請求が行われ、同日付で新株予約権600

株全ての行使が行われたことによるものであります。

　　第２回無担保新株予約権付社債の新株予約権部分の減少は新株予約権者であるあおぞらインベストメント一号

投資事業有限責任組合から平成20年３月３日付にて新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権100

株の行使が行われたことによるものであります。

　　第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は社債権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成

19年８月９日付にてApax Globis Japan Fund, L.P. の持分の全てにおいて早期一括償還による新株予約権

行使請求及び転換請求が行われ、同日付で新株予約権400株の行使が行われたこと、並びに同じく社債権者で

あるあおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合から平成20年３月３日付にてあおぞらインベスト

メント一号投資事業有限責任組合の持分の全てにおいて早期一括償還による新株予約権行使請求及び転換請

求が行われ、同日付で新株予約権900株の行使が行われたことによるものであります。　　

　　第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は社債権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成

19年８月９日付にて早期一括償還による新株予約権行使請求及び転換請求が行われ、同日付で新株予約権

1,800株全ての行使が行われたことによるものであります。

　　第２回新株予約権の減少は新株予約権者である三生３号投資事業組合から平成19年８月９日付にて三生３号投

資事業組合の持分全てにおいて新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権80株の行使が行われた

こと、並びに同じく新株予約権者であるあおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合から平成20年

３月３日付にてあおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合の持分の全てにおいて新株予約権の行

使請求が行われ、同日付で新株予約権130株の行使が行われたことによるものであります。

　　第３回新株予約権の減少は新株予約権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成19年８月９日付にて

全ての新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権180株の行使が行われたことによるものでありま

す。

 　 第４回新株予約権の減少は新株予約権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成19年８月９日付に

て全ての新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権30株の行使が行われたことによるものであり

ます。 

　　第６回新株予約権の減少は新株予約権者である 山本久敏、相葉斉、渡邊悟 から平成19年８月９日付にて全ての

新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権8,500株の行使が行われたことによるものであります。
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４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 80,676 2,200.00平成19年３月31日 平成19年６月29日

　

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 136,4772,500.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

　

　

　

(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,724,113千円

外国為替証拠金取引顧客分別金 △231,002千円

分別管理信託（自己勘定） 345,331千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,000,000千円

　現金及び現金同等物 838,443千円

　

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,955,145千円

外国為替証拠金取引顧客分別金 △38,761千円

分別管理信託（自己勘定） 246,005千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,500,000千円

　現金及び現金同等物 1,662,390千円

　

２　重要な非資金取引の内容

　第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

転換による資本金増加額 28,770千円

転換による資本準備金増加額 28,770千円

転換による社債の減少額 57,540千円

　

２　重要な非資金取引の内容

　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

転換による資本金増加額 9,000千円

転換による資本準備金増加額 9,000千円

転換による社債の減少額 18,000千円

　

　第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

転換による資本金増加額 19,500千円

転換による資本準備金増加額 19,500千円

転換による社債の減少額 39,000千円

　第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

転換による資本金増加額 27,000千円

転換による資本準備金増加額 27,000千円

転換による社債の減少額 54,000千円

　新株予約権の行使

行使による資本金増加額 21,250千円

行使による資本準備金増加額 21,250千円

行使による新株予約権の減少額 42,500千円
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引
　
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額
　

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

工具器具

及び備品
7,430 3,796 3,634

　
(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。
　

　
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額
　

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

工具器具

及び備品
9,236 4,074 5,162

　
(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。
　

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,572千円

１年超 2,061千円

合計 3,634千円

(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,068千円

１年超 4,094千円

合計 5,162千円

(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,005千円

減価償却費相当額 2,005千円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,632千円

減価償却費相当額 1,632千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法によっております。

　

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　左
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(有価証券関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

１　時価のある有価証券
　

区分 前事業年度末（平成19年３月31日）

その他有価証券
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

①　株式 25,000 32,700 7,700

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 25,000 32,700 7,700

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

①　株式 ― ― ―

②　債券 ― ― ―

③　その他 101,000 100,674 △325

小計 101,000 100,674 △325

合計 126,000 133,374 7,374

　
２　時価評価されていない有価証券
　

区分 前事業年度末（平成19年３月31日）

その他有価証券
貸借対照表日における
貸借対照表計上額(千円)

　その他 20,000

計 20,000
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

１　時価のある有価証券
　

区分 当事業年度末（平成20年３月31日）

その他有価証券
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

①　株式 ─ ─ ─

②　債券 ─ ─ ─

③　その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

①　株式 14,000 14,000 ─

②　債券 ─ ─ ─

③　その他 101,000 91,730 △9,269

小計 115,000 105,730 △9,269

合計 115,000 105,730 △9,269

（注）１　表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。

 ２　当事業年度において、株式の減損処理を行い、投資有価証券評価損11,000千円を計上しております。

　

２　時価評価されていない有価証券
　

区分 当事業年度末（平成20年３月31日）

その他有価証券
貸借対照表日における
貸借対照表計上額(千円)

　その他 20,000

計 20,000

（注）当事業年度において、投資損失引当金5,410千円を計上しております。
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　取引の内容及び利用目的等

　　当社は、顧客との間で外国為替証拠金取引を行ってお

ります。また、当該取引から生ずる為替変動リスクを回

避するために、カウンターパーティーに対して分別管

理信託においてカバー取引（スポット取引及びフォ

ワード取引）を行っております。

　

１　取引の内容及び利用目的等

　　

同　左

２　取引に対する取組方針

　　顧客資産については、金融先物取引法第91条のもと、金

融先物取引業者業務方法書第６条及び金融先物取引業

務に係る分別保管に関する内規に基づき、自己資産と

は分別して管理を行い、信託財産として顧客の時価資

産を保全する措置を講じております。また、顧客との取

引により生ずる当社の為替の持高については、適時に

カウンターパーティーに対してカバー取引を行うこと

により為替変動リスクを回避しており、当該業務運用

時の損失限度基準を含む為替の持高限度基準は為替持

高管理事務に係る内規において定めております。

　

２　取引に対する取組方針

　　顧客資産については、金融商品取引法第43条の３のも

と、金融先物取引業者業務方法書第６条及び金融先物

取引業務に係る分別保管に関する内規に基づき、自己

資産とは分別して管理を行い、信託財産として顧客の

時価資産を保全する措置を講じております。また、顧客

との取引により生ずる当社の為替の持高については、

適時にカウンターパーティーに対してカバー取引を行

うことにより為替変動リスクを回避しており、当該業

務運用時の損失限度基準を含む為替の持高限度基準は

為替持高管理事務に係る内規において定めておりま

す。　　

３　取引に係るリスクの内容

　　外国為替証拠金取引は、顧客との相対取引であるため、

同数量のカバー取引を行うまでの間、為替変動による

リスクを有しております。

　　なお、顧客との外国為替証拠金取引は、当社の定める取

引証拠金を収受しない限り発注できず、かつ取引成立

後の為替変動によっては顧客より追加預託を受ける

か、もしくは顧客の為替持高の全部あるいは一部を強

制決済することになっているため、契約不履行による

リスクは少ないものと認識しております。

　　また、カウンターパーティーとのカバー取引は、信用度

の高い金融機関とのみ取引を行っているため、契約不

履行によるリスクは少ないものと認識しております。

　

３　取引に係るリスクの内容

　　

同　左

４　取引に係るリスク管理体制

　　当社は、為替持高管理事務に係る内規に基づき、ディー

リング部門（市場業務部）から独立している管理部門

（業務管理部）が日次においてポジション及び売買損

益の状況をチェックすることにより、ディーリング部

門に対する牽制を行っております。

　　またその内容については、役員及び関連部署に日次で

報告されております。

　

４　取引に係るリスク管理体制

　　

同　左
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２　取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

前事業年度末（平成19年３月31日）

顧客とのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(千円)

種類 契約額等
契約額等のうち
１年超

時価 評価損益

外国為替証拠金取引

売建 93,760,189 ― 93,649,027 111,162

買建 49,711,229 ― 51,896,7732,185,543

合計 ― ― ― 2,296,705

（注）１　顧客との未決済の外国為替証拠金取引に係る上記評価損益については、貸借対照表において顧客預り勘

 定に含めて表示しております。

 ２　時価の算定方法　　事業年度末の直物為替相場により算定しております。

　

カウンターパーティーとのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(千円)

種類 契約額等
契約額等のうち
１年超

時価 評価損益

為替予約

売建 265,568,555 ― 266,049,173△480,618

買建 355,228,422 ― 356,800,7171,572,295

合計 ― ― ― 1,091,676

(注) １　カウンターパーティーとのカバー取引は分別管理信託において実施されており、上記評価損益について

は、貸借対照表において分別管理信託に含めて表示しております。

２　時価の算定方法　　事業年度末の直物為替相場により算定しております。

　

当事業年度末（平成20年３月31日）

顧客とのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(千円)

種類 契約額等
契約額等のうち
１年超

時価 評価損益

外国為替証拠金取引

売建 9,040,330 ─ 1,573,344 7,466,985

買建 10,356,075 ─ 11,376,9391,020,864

合計 ─ ─ ─ 8,487,849

（注）１　顧客との未決済の外国為替証拠金取引に係る上記評価損益については、貸借対照表において顧客預り勘

 定に含めて表示しております。

 ２　時価の算定方法　　事業年度末の直物為替相場により算定しております。
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カウンターパーティーとのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(千円)

種類 契約額等
契約額等のうち
１年超

時価 評価損益

為替予約

売建 69,569,220 ─ 69,598,318 △29,098

買建 121,162,973 ─ 121,397,795 234,821

合計 ─ ─ ─ 205,723

(注) １　カウンターパーティーとのカバー取引は分別管理信託において実施されており、上記評価損益について

は、貸借対照表において分別管理信託に含めて表示しております。

２　時価の算定方法　　事業年度末の直物為替相場により算定しております。

　

　

　　

　　

(退職給付関係)

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社は、退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当社は、退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　２名
当社の従業員　１名

ストック・オプション数（注）１ 普通株式　5,700株

付与日 平成17年12月20日

権利確定条件（注）２
付与日（平成17年12月20日）以降、権利確定日（平成19年12月20日）まで継
続して勤務していること。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準
ずる正当な理由のある場合はこの限りではありません。

対象勤務期間（注）２
自　平成17年12月20日
至　平成19年12月20日

権利行使期間
平成19年12月21日から
平成27年12月１日まで

(注) １　株式数に換算して記載しております。

２　権利確定条件及び対象勤務期間は、新株予約権割当契約書に明記されておりません。新株予約権割当契約書に

おける新株予約権の行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきス

トック・オプションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日と見なした上で権利確定条件及び対象勤務

期間を記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

第５回新株予約権

権利確定前　　　　　　　　(株)

前事業年度末 5,700

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 5,700

権利確定後　　　　　　　　(株)

前事業年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―

　

②　単価情報

第５回新株予約権

権利行使価格　　　　　　　(円) 50,000

行使時平均株価　　　　　　(円) ―

公正な評価単価　　　　　　(円) ―
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　２名
当社の従業員　１名

ストック・オプション数（注）１ 普通株式　5,700株

付与日 平成17年12月20日

権利確定条件（注）２
付与日（平成17年12月20日）以降、権利確定日（平成19年12月20日）まで継
続して勤務していること。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準
ずる正当な理由のある場合はこの限りではありません。

対象勤務期間（注）２
自　平成17年12月20日
至　平成19年12月20日

権利行使期間
平成19年12月21日から
平成27年12月１日まで

(注) １　株式数に換算して記載しております。

２　権利確定条件及び対象勤務期間は、新株予約権割当契約書に明記されておりません。新株予約権割当契約書に

おける新株予約権の行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきス

トック・オプションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日と見なした上で権利確定条件及び対象勤務

期間を記載しております。

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

第５回新株予約権

権利確定前　　　　　　　　(株)

前事業年度末 5,700

付与 ―

失効 ─

権利確定 5,700

未確定残 ─

権利確定後　　　　　　　　(株)

前事業年度末 ―

権利確定 5,700

権利行使 ─

失効 ─

未行使残 5,700

　

②　単価情報

第５回新株予約権

権利行使価格　　　　　　　(円) 50,000

行使時平均株価　　　　　　(円) ─

公正な評価単価　　　　　　(円) ―

前へ　　　次へ
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 25,516　

控除対象外消費税額等 437　

　減価償却超過額 5,566　

　長期前払費用 676　

　繰延税金資産合計 32,197　

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 3,000　

繰延税金負債合計 3,000　

繰延税金資産の純額 29,196　

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 14,671

　減価償却超過額 7,445

　投資有価証券評価損 4,475

　投資損失引当金 2,201

　その他有価証券評価差額金 3,771

その他 529

繰延税金資産の合計 33,095

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

　

　

　

(持分法損益等)

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

　

　

前へ
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【関連当事者との取引】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　親会社及び法人主要株主等

　

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主
要株主

T&C CAPITAL, 
LTD.（注）３

Grand
Cayman,
Cayman
Islands,
B.W.I.

10,000投資事業
(被所有)
直接5.2

―
外国為替
証拠金取
引の受託

外国為替証
拠 金 取 引
(注)１、２

7,533,696
（注）４

顧客預
り勘定

448,733
（注）５

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　取引条件及び取引条件の決定方法等については、一般取引条件と同様に決定しております。

２　外国為替証拠金取引については、売買取引高（円換算額）を取引金額欄に記載しております。

３　法人主要株主T&C CAPITAL, LTD. については、平成18年６月22日付で株式の譲渡が行われ、持株比率が10％未満

となったため、法人主要株主に該当しなくなりました。

４　平成18年６月22日までの取引金額となっております。

５　平成18年６月22日時点の残高となっております。

　

２　役員及び個人主要株主等

　

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
びその
近親者

山本　久敏 ― ―
当社代表取
締役社長

(被所有)
直接15.4

― ―

当社が発行
する社債に
対する債務
被保証
(注)３、４

111,000 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　上記金額に消費税等は含まれておりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方法等については、一般取引条件と同様に決定しております。

３　上記のほか、社債利息の支払いに対しても保証を受けておりますが、上場申請日の前日までに全ての社債権者と

取引について解消しております。

４　上記保証に関し、保証料の支払いを行っておりません。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　親会社及び法人主要株主等

    該当事項はありません。

　

２　役員及び個人主要株主等

　

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
びその
近親者

山本　久敏 ― ―
当社代表取
締役社長

(被所有)
直接17.5

― ―

当社が発行
する社債に
対する債務
被保証
(注)２、３

111,000 ― ―

新株予約権
の 行 使
（注）４

265,000 ― ―

役員及
びその
近親者

相葉　斉 ― ―
当社代表取
締役副社長

(被所有)
直接6.8

― ―
新株予約権
の 行 使
（注）４

155,000 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　上記金額に消費税等は含まれておりません。

２　上記のほか、社債利息の支払いに対しても保証を受けておりますが、上場申請日の前日（平成19年７月18

　　日）までに全ての社債権者と取引について解消しております。

３　上記保証に関し、保証料の支払いを行っておりません。

４　平成19年８月９日付にて新株予約権が行使され、１株につき50,000円の払込が行われたことによるものであ

　　ります。

　

　

(企業結合等関係)

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 45,964円87銭 64,641円10銭

１株当たり当期純利益金額 15,710円27銭 11,670円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

─ 10,054円26銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把

握できませんので記載しておりませ

ん。

当社は平成19年10月25日付けで株式

会社大阪証券取引所ニッポン・

ニュー・マーケット－「ヘラクレ

ス」に上場しているため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額

は、新規上場日から当事業年度末ま

での平均株価を期中平均株価とみな

して算定しております。

(注)　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。

　

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

損益計算書上の当期純利益 (千円) 547,298 541,452

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 547,298 541,452

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数(株)

普通株式　　（株）

Ａ種優先株式（株）

Ｂ種優先株式（株）

34,837

31,757

2,228

852

46,396

46,396

─

─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円）

（うち社債利息（税額相当額控除後）（千円））

─

(─)

1,106

（1,106）

普通株式増加数（株）

（うち新株予約権にかかる増加数（株））

（うち新株予約権付社債にかかる増加数（株））

─

(─)

(─)

7,567

（5,744）

（1,823）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

       新株予約権

新株予約権の数18,420個
__________
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

転換社債型新株予約権付社債への転換

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第４回無

担保転換社債型新株予約権付社債の一部、及び第５回無

担保転換社債型新株予約権付社債が、平成19年８月９日

付にて新株予約権の権利行使による新株への転換が行わ

れました。その内容は以下のとおりであります。

　

(1) 転換社債型新株予約権付社債の減少額

第１回転換社債型新株予約権付社債の減少額

18,000千円

第４回転換社債型新株予約権付社債の減少額

12,000千円

第５回転換社債型新株予約権付社債の減少額

54,000千円

(2) 資本金の増加額

42,000千円

(3) 資本準備金の増加額

42,000千円

(4) 増加した株式の種類及び数

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　2,800株

会社法第156条に基づく自己株式の取得

当社は、平成20年６月27日の第６回定時株主総会にお

いて、自己株式の取得枠設定について以下の内容の決議

を行っております。

(1) 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化等に対応した機動的な資本政策の遂行

を可能とし、資本効率の向上を通じて株主への利益還元

をはかるため。

(２) 取得に係る事項の内容

 ①取得対象株式の種類　　　　　　当社普通株式

 ②取得しうる株式の総数　　　　　3,000株（上限）

　（発行済株式総数に対する割合5.5％）

 ③株式の取得価格の総額　　　　200百万円（上限）

 ④取得期間 　　効力発生日（平成20年６月28日）

　　　　　　　　から１年間とする。　　

新株予約権の行使による新株の発行

平成19年８月９日付にて、第２回新株予約権の一部、第

３回新株予約権、第４回新株予約権及び第６回新株予約

権の行使が行われ、同日、新株が発行されました。その内

容は以下のとおりであります。

 

(1) 資本金の増加額

238,250千円

(2) 資本準備金の増加額

238,250千円

(3) 増加した株式の種類及び数

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　8,790株

ストックオプション（新株予約権）の付与

当社は、平成20年６月27日開催の第６回定時株主総会

において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基

づき、当社取締役および従業員に対し、ストックオプショ

ンとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役

会に委任することにつき、下記の内容の決議を行ってお

ります。なお当社取締役に対する新株予約権付与は、会社

法第361条の報酬等に該当いたします。

記

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目

的として、当社取締役および従業員に対し新株予約権を

発行するものであります。また、当社取締役に対して新株

予約権を付与することについては、ストックオプション

の目的で付与するものであり、取締役の報酬等として相

当であると存じます。

２．新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しないものとする。

３．新株予約権の割当日

当社取締役会に委任するものとする。

４.　新株予約権の内容

(１) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

当社普通株式　2,300株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の

算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない新株予約権の目的たる株式の数について

行われ、調整により生じる１株未満の端数については、こ

れを切り捨てる。

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転

（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の

無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする

場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

(２) 新株予約権の総数

2,300個を上限とする。なお、この内、当社取締役に付与

する新株予約権は1,050個、従業員に付与する新株予約権

は1,250個とする（新株予約権１個当たりの目的となる

株式数は１株とする。ただし、上記(１)に定める株式の数

の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとす

る。）。

(３) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭と

し、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に各新

株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使

価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」と

いう。）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日

を除く。）の大阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値

（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値）

を下回る場合は、割当日の終値とする。

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併

合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併

合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

                                             　　　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

調整後行使価額＝調整前行使価額×────────

　　　　　　　　　　　　　　　　 分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、

新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法

194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請

求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換さ

れる証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、

上記の行使価格は、次の算式により調整されるものとし、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行

済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場

合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に

読み替える。

　

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行

う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合

には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

(４) 新株予約権を行使することができる期間

平成22年７月１日から平成30年６月26日までとする。

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、

その前営業日を最終日とする。

(５) 新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額と

し、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとする。

　

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた

金額とする。

　

(６) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社

の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあ

ることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により

退任した場合、または従業員が定年により退職した場合

にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由

があると認めた場合はこの限りでない。

②新株予約権の相続はこれを認めない。

③その他権利行使の条件は、平成20年６月27日開催の当

社第６回定時株主総会決議及び同総会以後に開催される

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによ

る。

(７) 新株予約権の取得の条件

①当社は、新株予約権者が上記(６)による新株予約権の

行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権

を無償で取得することができる。

②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案

が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転

計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当

社は新株予約権を無償で取得することができる。

(８) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。
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前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

(９) 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以

下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株

式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株

式会社

②吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権

利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

新設分割により設立する株式会社

④株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社

　

　

⑤株式移転

株式移転により設立する株式会社

(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端

数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(11) 新株予約権のその他の内容

新株予約権に関するその他の内容については、今後開

催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募

集事項と併せて定めるものとする。

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与

当社は、平成20年６月27日開催の第６回定時株主総会

において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に

基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、株式報

酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募

集事項の決定を取締役会に委任することにつき、下記の

内容の決議を行っております。なお、当社取締役に対する

新株予約権付与は、会社法第361条の報酬等に該当いたし

ます。

記

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

当社は、取締役、監査役および従業員の報酬体系を見直

し、本総会終結の時をもって報酬と当社の業績および株

式価値の連動性を明確にし、株主の皆様との価値共有を

高めるため、株式報酬型ストックオプションとして、新株

予約権を発行するものであります。

また、当社取締役に対し新株予約権を付与することに

ついては、株式報酬型ストックオプションの目的で付与

するものであり、取締役の報酬等として相当であると存

じます。

２．新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しないものとする。

３．新株予約権の割当日

当社取締役会に委任するものとする。
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前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４. 新株予約権の内容

(１) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

当社普通株式 700株とする。

　 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の

算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につ

いて行われ、調整により生じる１株未満の端数について

は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転

（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の

無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする

場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 (２) 新株予約権の総数

700個を上限とする。なお、この内、当社取締役に付与す

る新株予約権は560個、当社監査役に付与する新株予約権

は40個、従業員に付与する新株予約権は100個とする。

（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、１株と

する。ただし、上記(１)に定める株式の数の調整を行った

場合は、同様の調整を行うものとする。）

　

　

(３) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭と

し、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に各新

株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使

価額は、１円とする。

(４) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」とい

う。）から30年以内とする。

(５) 新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額と

し、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた

金額とする。

(６) 新株予約権の行使の条件

①上記（４）の期間内において、新株予約権者は、権利行

使時において、当社の取締役、監査役および従業員のいず

れの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始

日」という）から10日間に限り新株予約権を行使するこ

とができるものとする。
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

②上記①にかかわらず平成50年６月26日に至るまで新株

予約権者が権利行使開始を迎えなかった場合、その新株

予約権者はその新株予約権の権利を喪失する。

　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人

による本新株予約権の相続を認めるものとする。

④その他権利行使の条件は、平成20年６月27日開催の第

６回定時株主総会決議及び同総会以後に開催される取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(７) 新株予約権の取得の条件

①当社は、新株予約権者が上記(６)による新株予約権の

行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権

を無償で取得することができる。

②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案

が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転

計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当

社は新株予約権を無償で取得することができる。

(８) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

　 (９) 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以

下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株

式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株

式会社

②吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権

利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　

　

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社

⑤株式移転

株式移転により設立する株式会社

　

　

(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端

数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

　

　

(11) 新株予約権のその他の内容

新株予約権に関するその他の内容については、今後開

催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募

集事項と併せて定めるものとする。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】
　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

(その他有価証券）

㈱Ｔ＆Ｃホールディングス 100 14,000

計 100 14,000

　

【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等（口） 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

(その他有価証券）

F.o.F Strategy Note Series Ⅲ 10 91,730

American Pastime 2 20,000

計 12 111,730

　
【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

　建物 62,582108,628 ─ 171,21019,20012,096152,009

  工具器具及び備品 78,91059,796 342 138,36555,00025,11583,365

有形固定資産計 141,493168,424 342 309,57674,20037,212235,375

無形固定資産

　ソフトウェア 99,325 477 ─ 99,80258,60719,29041,195

　ソフトウェア仮勘定 ─ 32,682 ─ 32,682 ─ ─ 32,682

　その他 1,036 ─ ─ 1,036 95 17 940

無形固定資産計 100,36133,159 ─ 133,52158,70319,30874,818

長期前払費用 999 1,124 ─ 2,124 841 523 1,283

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 分室の新設 108,628千円

工具器具及び備品 分室設備・設置 57,677千円

ソフトウェア仮勘定 XBRL構築 25,276 千円

経理システム切替 1,406 千円

EQシステム構築 6,000 千円
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【社債明細表】

　

銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率 担保 償還期限

 第１回無担保転換社債型
 新株予約権付社債

平成15年５月19日 18,000 ─ ※１ 無担保 平成20年５月18日

 第４回無担保転換社債型
 新株予約権付社債

平成16年１月20日 39,000 ─ ※１ 無担保 平成21年１月19日

 第５回無担保転換社債型
 新株予約権付社債

平成16年７月28日 54,000 ─ ※１ 無担保 平成21年７月31日

計 ─ 111,000 ─ ─ ─ ─

(注) ※１　各利払期間の初日における長期プライムレートに１％加算した年利率を適用しております。
 ２　新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりであります。　

　

銘柄
発行すべき
株式の内容

新株予約
権の発行
価額(円)

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額(千円)

新株予約権の行使に
より発行した株式の
発行価額の総額
(千円)

新株予約権
の付与割合
(％)

新株予約権の
行使期間

代用払込
に関する
事項

第１回 普通株式 無償 30,00018,000 18,000 100自 平成15.５.19至 平成20.５.17（注）

第４回 普通株式 無償 30,00039,000 39,000 100
自 平成16.１.20
至 平成21.１.18

（注）

第５回 普通株式 無償 30,00054,000 54,000 100
自 平成16.７.28
至 平成21.７.31

（注）

(注)　本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該本新株予
権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。

　

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

　

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

投資損失引当金 ― 5,410 ― ─ 5,410

役員賞与引当金 30,000 ― 30,000 ─ ―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

預金

普通預金 1,452,845

外貨預金 2,300

定期預金 1,500,000

合計 2,955,145

　

②　分別管理信託

　

相手先 金額(千円)

住友信託銀行株式会社 12,662,327

計 12,662,327

　

③　顧客預り勘定

　

相手先 金額(千円)

顧客から受け入れた取引証拠金等 12,415,839

計 12,415,839

　

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
住友信託銀行㈱　証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行㈱

　　取次所 住友信託銀行㈱　全国本支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

　　取扱場所 ―

　　株主名簿管理人 ―

　　取次所 ―

　　買取手数料 ―

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。
但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたとき
は、日本経済新聞に掲載して行います。
なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下のとおりで
あります。
http://www.m2j.co.jp/index.php

　

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等がないため、該当事項はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券届出書及びその添付書類

有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式に

よる売出し)平成19年９月21日　関東財務局長に提出。

　

(2) 有価証券届出書の訂正届出書

上記(1)に係る訂正届出書であります。平成19年10月５日、平成19年10月10日、平成19年10月17日及び平

成20年６月30日　関東財務局長に提出。

　

(3) 臨時報告書

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の２(株式公開情報

の変更)の規定に基づく臨時報告書であります。平成19年10月10日　関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要

株主の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。平成19年11月15日　関東財務局長に提出。

　

(4) 半期報告書

事業年度　第６期中(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)平成19年12月21日　

　関東財務局長に提出。

　

(5) 半期報告書の訂正報告書

上記(4)に係る訂正報告書であります。平成20年６月30日　関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　
平成19年９月18日

株式会社マネースクウェア・ジャパン

取締役会　御中

　

　

あ ず さ 監 査 法 人

指 定  社 員
業務執行社員

公認会計士 宮　　直　仁　㊞

指 定  社 員
業務執行社員

公認会計士 筆　野　　力　㊞

　

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社マネースクウェア・ジャパンの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第５期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算

書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社マネースクウェア・ジャパンの平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証

　　券届出書提出会社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　
平成20年６月27日

株式会社マネースクウェア・ジャパン

取締役会　御中

　

　

あ ず さ 監 査 法 人

指 定  社 員
業務執行社員

公認会計士 筆　野　　力　㊞

指 定  社 員
業務執行社員

公認会計士 宮　　直　仁　㊞

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社マネースクウェア・ジャパンの平成19年４月１日から平成20年３月31日まで

の第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・

フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社マネースクウェア・ジャパンの平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

追記情報

　重要な後発事象に、自己株式の取得及びストックオプション（新株予約権）の付与に関する事項が記載

されている。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証

　　券報告書提出会社）が別途保管しております。
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